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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

は

じ

め

に

六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師

I

佐
賀
・
泰
長
院
所
蔵
「
明
将
黄
斌
卿
啓
写
」

劉

を
め
ぐ
っ
て

一
六
四
四
（
崇
禎
一
七
）
年
の
北
京
陥
落
以
降
、
明
朝
の
遺
臣
は
福
王
弘
光
帝
、
唐
王
隆
武
帝
、
魯
王
監
国
、
桂
王
永
暦
帝
な
ど
を
相
次

い
で
擁
立
し
、
清
朝
へ
の
抵
抗
を
続
け
た
。
こ
れ
ら
の
南
明
諸
勢
力
は
、
清
朝
や
農
民
叛
乱
軍
を
駆
逐
し
て
明
朝
の
再
興
を
図
る
た
め
、
日

本
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
諸
国
に
使
節
を
派
遣
し
て
、
軍
事
的
救
援
を
求
め
た
。
こ
れ
を
「
乞
師
」
と
称
す
る
。

南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
石
原
道
博
の
専
著
が
あ
り
(
l
)

、
そ
の
後
も
石
原
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
個
別
の
乞
師
の
経

緯
や
日
本
側
の
乞
師
に
対
す
る
反
応
な
ど
に
つ
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
特
に
一
六
四
五
（
弘
光
元
）
年
(
2
)

の
周
崖
芝
に
よ
る
乞
師

（
使
者
は
林
高
）
や
、
一
六
四
六
（
隆
武
二
）
年
の
鄭
芝
龍
に
よ
る
乞
師
（
使
者
は
黄
徴
明
）
に
つ
い
て
は
、
漠
文
史
料
に
加
え
て
、
『
華
夷

変
態
』
な
ど
の
和
文
史
料
に
も
多
く
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
詳
細
な
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(
3
)
0

ま
た
一
六
四
九
（
監
国
四
）
年
(
4
)

に
も
、
浙
江
の
魯
王
監
国
政
権
に
よ
っ
て
日
本
乞
師
が
行
わ
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
際

に
凋
京
第
が
使
節
と
し
て
日
本
に
渡
航
し
た
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
(
5
)

。
凋
京
第
（
一
六

0
四
＼
ニ
ハ
五

0
)
の
字
は
蹟
仲
、
暁
は
童

渓
、
浙
江
寧
波
府
慈
硲
県
の
人
。
当
地
の
望
族
の
出
身
で
あ
り
、
復
社
の
成
員
で
も
あ
っ
た
。
北
京
陥
落
後
は
南
明
政
権
に
加
わ
り
、
東
南

明

錯
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東
洋
史
論
集
五
一

そ
の
う
え
で

地
域
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
奔
走
し
、
の
ち
に
寧
波
近
郊
の
四
明
山
で
抵
抗
軍
を
組
繊
し
た
が
、
一
六
五

0
(監
国
五
）
年
に
清
軍
に
殺
さ
れ

た
(
6
)

。
し
か
し
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
一
六
四
九
年
の
乞
師
に
閏
す
る
基
本
史
料
一
浮
海
記
』
を
再
検
討
し
、
滉
京
第
は
こ
の
乞
師
に
は

関
与
せ
ず
、
実
際
に
は
魯
王
監
国
政
権
の
太
常
卿
で
あ
っ
た
任
光
復
が
乞
師
に
赴
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(
7
)
0

一
方
、
潟
京
第
は
そ
れ
に
先
だ
ち
、
浙
江
舟
山
を
拠
点
と
す
る
南
明
の
武
将
黄
斌
卿
に
よ
り
、
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
黄
斌
卿
の
日
本
乞
師
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
和
文
史
料
が
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
研
究
は
手
薄
で

あ
る
。
一
方
、
中
国
で
は
漢
文
史
料
に
よ
り
黄
斌
卿
乞
師
の
検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
漢
文
史
料
の
記
述
は
し
ば
し
ば
一

致
せ
ず
、
こ
の
た
め
黄
斌
卿
に
よ
る
乞
師
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
一
六
四
七
（
隆
武
三
）
年
と
、
一
六
四
八
（
隆
武
四
）
年
の
二
説
が
あ

る
(
8
)

。
ま
た
渇
京
第
に
同
行
し
て
乞
師
に
赴
い
た
人
物
に
つ
い
て
も
、
黄
宗
義
、
明
宗
室
の
安
昌
王
、
黄
斌
卿
の
弟
で
あ
る
黄
孝
卿
な
ど
の

諸
説
が
あ
り
、
定
論
が
な
い
(
9
)
。
こ
の
う
ち
黄
宗
義
が
凋
京
第
と
と
も
に
乞
師
に
赴
い
た
と
い
う
説
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
閲
連
す

る
漢
文
史
料
を
再
検
討
し
て
、
そ
れ
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
期
ら
か
に
し
た
(10)

。
た
だ
し
そ
の
他
の
詮
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
紹
介
さ
れ

た
漢
文
史
料
だ
け
で
は
解
明
が
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
日
本
乞
師
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
は
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
佐
賀
市
の
泰
長
院
に
は
、
「
明
将
黄
斌
卿
啓
写
」
（
以
下
「
啓
写
」

と
略
す
）
と
題
す
る
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
黄
斌
卿
が
江
戸
幕
府
に
乞
師
を
求
め
て
送
っ
た
書
簡
の
写
し
で
あ
る
。
管
見

の
か
ぎ
り
、
こ
の
「
啓
写
」
は
『
華
夷
変
態
』
な
ど
の
編
纂
史
斜
に
は
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
泰
長
院
所
蔵
文
書
が
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
が
い
か
な
る
経
緯
で
筆
写
さ
れ
、
佐
賀
藩
の
泰
長
院
に
所
蔵
さ
れ
た
の
か
、
黄
斌
卿
自
筆
の
原
本
が
現
存
し
て
い
る
か
ど
う

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

従
来
、
黄
斌
卿
の
命
に
よ
る
滉
京
第
に
よ
る
日
本
乞
師
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
漢
文
史
料
に
よ
り
検
討
が
行
わ
れ
、
史
料
内
容
の
不
一

致
の
た
め
末
解
決
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
啓
写
」
の
記
述
に
よ
っ
て
、
従
来
不
明
確
で
あ
っ
た
黄
斌
卿
乞
師
の
年
代
や
、
そ

れ
に
関
与
し
た
人
物
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
ま
ず
「
啓
写
」
を
含
む
泰
長
院
文
書
の
概
要
に

つ
い
て
紹
介
し
、
つ
い
で
黄
斌
卿
と
日
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
検
証
す
る
。
「
啓
写
」
の
全
文
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
関
連

-2-



一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

す
る
オ
ラ
ン
ダ
語
史
料
な
ど
も
参
照
し
て
、
こ
の
乞
師
の
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

泰
長
院
文
書
と

佐
賀
市
の
泰
長
院
は
臨
済
宗
南
禅
寺
派
に
属
し
、
一
五
三
六
（
天
文
五
）
年
に
龍
造
寺
胤
久
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
、
三
代
住
職
の
是
琢
は

鍋
島
直
茂
に
従
っ
て
朝
鮮
の
役
に
従
軍
し
、
現
地
で
文
書
事
務
を
担
当
し
た
。
現
在
、
泰
長
院
に
は
龍
造
寺
氏
や
鍋
島
氏
関
係
の
書
状
や
、

壬
辰
戦
争
を
中
心
と
す
る
朝
鮮
関
係
の
書
状
な
ど
が
、
『
泰
長
院
文
書
』
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
(11)

。
近
年
で
は
、
顧
明
源
が
『
泰
長
院
文

書
』
に
つ
い
て
日
朝
交
渉
関
係
文
書
を
中
心
に
全
般
的
な
検
討
を
加
え
、
一
六
•
一
七
世
紀
の
日
本
の
対
外
交
渉
に
お
け
る
禅
僧
の
役
割
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る

(
1
2
)
0

『
泰
長
院
文
書
』
で
は
十
二
巻
の
巻
軸
に
、
全
―
―
二
通
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
(13)

。
文
書
の
な
か
に
は
原
件
も
あ
れ
ば
、
「
啓
写
」

の
よ
う
な
原
件
の
写
し
も
あ
る
。
佐
賀
県
立
図
書
館
に
は
、
『
泰
長
院
文
書
」
の
写
真
複
写
版
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
（
請
求
記
号
こ
複
史
〇

五
I

―
-
）
、
筆
者
は
こ
の
複
写
版
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
し
た
。
こ
の
ほ
か
作
成
時
期
は
不
明
だ
が
、
鍋
島
家
内
庫
（
現
鍋
島
報
効
会
）

が
泰
長
院
所
蔵
文
書
の
写
本
を
作
成
し
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
写
本
は
『
泰
長
院
古
文
書
』
と
し
て
佐
賀
県
立
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
お
り
、

筆
者
は
そ
の
写
真
複
写
版
も
確
認
し
た
（
請
求
記
号

3

複
鍋

0
一
五
・
四
ー
一
三
）
（
14)

。
ま
た
一
八
八
八
（
明
治
ニ
―
)
年
に
は
、
編
年
史

編
纂
掛
（
現
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
が
、
『
泰
長
院
文
書
』
の
写
本
を
作
成
し
て
い
る
(15)

。
さ
ら
に
一
九
六
一
年
に
は
、
佐
賀
県
史
料
編

纂
委
員
会
に
よ
り
、
「
詩
編
」
や
「
漢
文
案
文
」
な
ど
を
除
く
『
泰
長
院
文
書
』
一

0
五
点
が
活
字
化
さ
れ
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
五
巻

に
収
録
さ
れ
た
。

泰
長
院
所
蔵
『
泰
長
院
文
書
』
と
鍋
島
報
効
会
所
蔵
『
泰
長
院
古
文
書
』
の
写
真
複
製
版
を
比
較
す
る
と
、
文
字
や
台
頭
の
相
違
が
散
見

し
、
お
そ
ら
く
筆
写
の
際
の
誤
り
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
所
収
の
『
泰
長
院
文
書
』
活
字
版
を
写
真
複
製
版
と
対
照

す
る
と
、
や
は
り
文
字
や
台
頭
の
相
違
が
見
ら
れ
、
同
じ
く
翻
刻
の
際
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
『
泰
長
院
文
書
』
の
写
真
複
製
版
を

「
明
将
黄
斌
卿
啓
写
」
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東
洋
史
論
集
五
一

テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
が
、
『
泰
長
院
古
文
書
．
一
一
の
写
真
複
製
版
お
よ
び
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
所
収
の
活
字
版
も
適
宜
確
認
し
た
。

泰
長
院
文
書
大
小
―
二
軸
の
う
ち
、
「
啓
写
」
を
収
録
し
て
い
る
一
軸
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
巻
物
を
展
開
す
る
と
、
紙

が
連
続
で
巻
軸
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
紙
ご
と
に
文
書
が
一
っ
ず
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
紙
の
長
さ
（
福
）
は
文
書
の
内
容

に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
高
さ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
巻
物
の
高
さ
よ
り
少
し
低
い
。
当
軸
の
文
書
は
「
万
暦
二
十
三
年
八
月
」
付
の
「
章
福
稟
書

写
」
か
ら
、
日
付
不
明
の
「
詩
篇
」
ま
で
、
合
計
二
四
点
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
(16)
。
こ
の
う
ち
写
し
（
書
写
）
が
一
三
通
、
草
稿
（
草

案
）
が
八
通
、
原
本
（
詩
篇
、
書
讀
）
が
三
通
で
あ
る
。

「
啓
写
」
は
巻
の
中
間
部
の
第
一

0
点
目
に
あ
る
。
二
四
点
の
文
書
の
う
ち
、
「
明
将
黄
斌
卿
啓
写
」
と
二
通
の
「
東
捕
秦
国
握
仔
昭
花
書

写
」
以
外
ぱ
大
部
分
が
朝
鮮
関
係
文
書
で
あ
る
(17)

。
ま
た
ニ
ニ
点
目
「
将
軍
徳
JII秀
忠
答
朝
鮮
国
王
書
写
」
や
二
三
目
「
朝
鮮
国
王
李
渾
贈

徳
川
秀
忠
書
写
l

は
「
元
和
三
(
-
六
一
七
）
」
年
の
文
書
で
あ
る
が
、
「
明
将
黄
斌
郷
啓
写
」
だ
け
は
「
隆
武
三
(
]
六
四
七
）
」
年
の
文
書

で
あ
り
、
同
軸
の
文
書
の
な
か
で
一
点
の
み
時
代
が
大
き
く
下
る
(18)

。
「
啓
写
」
が
黄
斌
卿
に
よ
る
原
文
書
の
写
本
で
あ
る
こ
と
は
明
確
だ

が
、
こ
の
写
本
が
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
成
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
黄
斌
卿
に
よ
る
原
本
が
現
存
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
手
が
か
り
は
な
い
。

な
お
「
啓
写
」
の
存
在
自
体
は
、
早
く
も
一
九

0
六
（
明
治
三
九
）
年
に
学
界
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
一
九
〇
六
年
七
月
一

0
日
、
東
京
帝
国
大
学
の
卒
業
証
書
授
与
式
に
臨
席
す
る
た
め
、
明
治
天
皇
が
東
大
に
行
幸
し
た
。
そ
の
際
に
標
本
古
文
書
陳
列
室
を
参
観

し
、
佐
賀
市
泰
長
院
所
蔵
の
「
明
将
黄
斌
卿
救
援
を
日
本
に
乞
ふ
古
書
写
」
な
ど
の
古
文
書
を
閲
覧
し
た
の
で
あ
る
(19)

。
こ
の
文
書
名
は
解

説
を
担
当
し
た
史
斜
編
纂
官
田
中
義
成
が
付
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
明
ら
か
に
「
啓
写
」
を
指
し
て
い
る
。
明
治
天
皇
の
古
文
書
参
観
に
つ

い
て
は
、
同
年
度
の
『
史
学
雑
誌
』
一
七
編
第
八
号
一
彙
報
」
欄
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
「
啓
写
」
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

一
、
明
将
黄
斌
卿
救
援
を
日
本
に
乞
ふ
書

今
の
清
国
の
祖
先
が
満
洲
よ
り
起
り
明
朝
を
亡
ほ
し
た
る
と
き
、
黄
斌
卿
な
る
も
の
明
の
唐
王
を
奉
じ
、
祖
国
の
回
復
を
図
ら
ん
と
て

日
本
に
援
兵
を
乞
ひ
た
る
書
翰
の
写
な
り
、
（
但
し
当
時
の
写
と
思
は
る
）
先
づ
其
の
初
め
に
援
兵
を
乞
ふ
の
主
意
を
述
べ
て
日
く
、

-4-



一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

…
…
（
引
用
文
略
）
…
…

次
に
清
軍
明
国
を
蹂
躙
せ
る
の
状
を
述
べ
、
我
が
軍
隊
に
あ
ら
ず
ん
ば
之
を
制
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
述
べ
た
り
、

…
…
（
引
用
略
）
…
…

こ
れ
よ
り
以
下
も
盛
ん
に
日
本
兵
の
強
勇
な
る
を
賞
歎
し
其
の
必
ず
援
兵
を
出
さ
れ
ん
こ
と
を
反
覆
せ
り
。

末
文
に
隆
武
三
年
と
あ
る
は
我
が
後
光
明
天
皇
の
慶
安
元
年
に
し
て
江
戸
幕
府
は
三
代
将
軍
家
光
の
時
な
り
、
但
し
彼
れ
が
援
兵
を
乞

ひ
し
は
之
を
以
て
喘
矢
と
せ
ず
隆
武
三
年
の
も
の
は
其
の
第
四
回
に
し
て
、
幕
府
は
そ
の
都
度
会
議
を
開
き
討
論
を
こ
ら
せ
し
が
、
な

ほ
極
め
て
慎
重
の
態
度
を
取
り
、
且
つ
寛
永
の
島
原
乱
よ
り
し
て
幕
府
の
方
針
は
外
交
を
閉
ぢ
、
内
治
を
整
頓
す
る
の
方
針
を
と
り
し

か
ば
終
に
援
兵
を
出
さ
ざ
り
き
、
さ
れ
ど
も
此
の
如
く
彼
の
土
の
も
の
が
日
本
の
兵
力
に
依
頼
し
て
明
国
を
回
復
せ
ん
と
図
り
し
は
当

時
日
本
の
武
咸
の
盛
ん
に
海
外
に
輝
け
る
を
証
す
る
に
足
る
、
又
清
兵
の
明
国
を
覆
へ
し
て
朝
鮮
を
も
併
呑
せ
る
に
拘
は
ら
ず
、
我
に

対
し
て
何
事
の
な
す
な
か
り
し
は
、
亦
日
本
の
武
力
の
当
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
認
め
し
が
為
な
り
と
思
は
る
。

こ
の
書
翰
は
こ
れ
等
の
こ
と
を
も
説
明
し
得
る
も
の
な
る
を
以
て
日
本
歴
史
の
材
料
と
し
て
尤
も
名
誉
あ
り
光
輝
あ
る
も
の
な
り

(
2
0
)
0

こ
の
紹
介
文
は
田
中
義
成
の
解
説
内
容
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
(21)

。
こ
の
紹
介
の
主
旨
が
示
す
よ
う
に
、
「
啓
写
」
は
本
来
の
史
料
的

価
値
以
上
に
、
日
本
の
武
威
を
顕
彰
す
る
政
治
的
意
義
が
重
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
天
皇
の
古
文
書
参
観
は
あ
た
か
も
日
露
戦

争
の
勝
利
を
受
け
、
日
本
・
清
国
「
満
洲
善
後
条
約
」
が
締
結
さ
れ
た
七
か
月
後
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
情
勢
を
時
代
に
、
「
日
本
の
武
威
の

盛
ん
に
海
外
に
輝
け
る
を
証
す
」
史
料
と
し
て
、
「
啓
写
」
が
御
覧
に
供
さ
れ
た
の
で
あ
る

(
2
2
)
0

こ
の
よ
う
に
一
八
八
八
年
に
は
編
年
史
編
纂
係
が
泰
長
院
文
書
の
写
本
を
作
成
し
、
一
九

0
六
年
に
は
「
啓
写
」
が
天
皇
の
御
覧
に
供
さ

れ
、
『
史
学
雑
誌
』
で
も
紹
介
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
研
究
で
「
啓
写
」
が
利
用
さ
れ
た
痕
跡
は
な
い
。
一
九
一
五
（
大
正
四
）

年
に
は
、
中
村
久
四
郎
が
『
史
学
雑
誌
」
に
お
い
て
、
漢
文
・
和
文
史
料
に
お
け
る
乞
師
関
連
史
料
を
博
捜
し
て
、
明
末
清
初
の
日
本
乞
師
に

つ
い
て
全
体
的
考
察
を
加
え
た
が
、
九
年
前
に
同
誌
で
紹
介
さ
れ
た
「
啓
写
」
は
利
用
し
て
い
な
い
(23)

。
ま
た
一
九
三
七
（
昭
和
―
二
）
年
に

は
、
石
原
道
博
も
黄
斌
卿
の
命
に
よ
る
凋
京
第
の
日
本
乞
師
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
た
が
、
や
は
り
「
啓
写
」
に
は
言
及
し
て
い
な
い

(
2
4
)
0
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東
洋
史
論
集
五
一

泰
長
院
文
書
所
収
の
朝
鮮
関
係
文
書
、
特
に
壬
辰
戦
争
関
係
の
史
料
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
(25)

、
「
啓
写
」
を

紹
介
・
検
討
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
近
年
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
顧
明
源
が
一
泰
長
院
文
書
」
に
よ
り
日
朝
交

渉
に
お
け
る
禅
僧
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
と
と
も
に
、
「
啓
写
」
に
つ
い
て
も
石
原
道
博
の
見
解
を
踏
ま
え
て
簡
単
に
言
及
し
、
か
つ
『
華

夷
変
態
』
に
黄
斌
卿
関
連
文
書
が
存
在
す
る
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
(26)
。
た
だ
し
顧
明
源
の
研
究
の
主
題
は
お
も
に
日
朝
関
係
史
に
あ
る
た

め
、
「
啓
写
」
や
＝
華
夷
変
態
―
―
収
録
史
料
の
内
容
に
関
す
る
具
体
的
な
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

以
下
、
本
稿
で
は
ま
ず
黄
斌
卿
の
事
績
と
日
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
「
啓
写
」
の
全
文
を
翻
刻
し
、
そ
の
内
容
を
検

討
す
る
。
そ
の
う
え
で
関
連
す
る
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
の
記
録
な
ど
も
参
照
し
て
、
一
六
四
七
年
の
黄
斌
卿
に
よ
る
乞
師
の
具
体
的
な
経
緯

と
背
景
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

黄
斌
卿
の
事
績
と
日
本
と
の
関
係

黄
斌
卿
は
南
明
の
隆
武
帝
を
奉
じ
て
、
舟
山
を
拠
点
と
し
て
東
南
沿
海
地
域
で
抗
清
活
動
を
展
開
し
て
い
た
武
将
で
あ
る
。
従
来
、
黄
斌

卿
に
つ
い
て
は
浙
江
の
魯
王
政
権
に
非
協
力
的
で
、
清
朝
へ
の
抵
抗
に
お
い
て
も
消
極
的
だ
っ
た
と
し
て
、
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が

あ
っ
た
(27)

。
し
か
し
近
年
で
は
、
慮
正
恒
と
徐
衛
東
が
黄
斌
卿
に
関
す
る
専
論
を
発
表
し
、
黄
斌
卿
の
事
績
に
再
検
討
を
加
え
て
い
る
。
徐

衛
東
は
後
世
に
お
け
る
黄
斌
卿
に
対
す
る
否
定
的
評
価
に
疑
問
を
呈
し
、
関
連
史
料
を
検
討
し
て
そ
の
人
物
像
を
再
評
価
し
た
。
ま
た
慮
正

恒
も
黄
斌
卿
の
事
績
を
全
面
的
に
考
察
し
、
南
明
時
期
に
黄
斌
卿
が
果
た
し
た
積
極
的
な
役
割
を
指
摘
し
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
検
証
し
て

い
る
(28)

。
た
だ
し
両
者
は
も
っ
ぱ
ら
南
明
政
治
史
の
観
点
か
ら
黄
斌
卿
を
論
じ
て
お
り
、
彼
の
日
本
乞
師
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
及
し
て

い
な
い
。
こ
こ
で
は
両
氏
の
論
考
も
参
照
し
て
、
改
め
て
黄
斌
卿
の
事
績
に
つ
い
て
概
述
し
て
お
き
た
い
。

黄
斌
卿
(
-
五
九
七
＼
一
六
四
九
）
、
字
は
明
輔
、
号
は
虎
痴
、
福
建
興
化
府
甫
田
県
の
人
で
あ
る
。
一
六
ニ
ー
（
天
啓
元
）
年
、
父
黄
起

鳴
が
貴
州
桐
梓
県
典
史
に
在
職
中
、
葬
族
の
反
乱
（
奢
安
の
乱
）
で
殉
職
し
た
た
め
、
黄
斌
卿
は
恩
蔭
に
よ
り
試
百
戸
の
官
衡
が
与
え
ら
れ
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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

口
こ
(
2
9
)
0

t
 

王

一
六
二
九
（
崇
禎
二
）
年
、
黄
斌
卿
は
安
邦
彦
の
乱
で
赤
水
衛
を
奪
還
し
、
一
六
三
二
（
崇
禎
五
）
年
に
福
建
東
山
島
に
あ
る
銅
山

水
塞
の
欽
依
把
総
に
昇
進
し
た
(30)

。
翌
年
十
月
、
鄭
芝
龍
が
料
羅
湾
で
オ
ラ
ン
ダ
人
（
紅
夷
）
と
海
寇
の
頭
目
劉
香
の
連
合
軍
を
撃
退
し
て

勝
利
を
収
め
た
際
に
は
、
黄
斌
卿
も
銅
山
水
塞
周
辺
で
オ
ラ
ン
ダ
船
を
撃
沈
し
(31)

、
一
六
三
六
（
崇
禎
九
）
年
に
福
建
巡
撫
標
下
の
中
軍
遊

撃
に
抜
擢
さ
れ
た
(32)

。
一
六
四
〇
（
崇
禎
一
三
）
年
ま
で
に
福
建
参
将
に
昇
進
し
、
そ
の
後
も
東
南
沿
海
で
海
賊
平
定
な
ど
に
功
績
を
挙
げ
、

浙
江
副
総
兵
と
し
て
寧
紹
参
将
を
兼
ね
、
一
六
四
三
（
崇
禎
一
六
）
年
に
は
池
州
参
将
に
転
じ
た

(
3
3
)
0

一
六
四
四
年
五
月
に
南
明
弘
光
政
権
が
成
立
す
る
と
、
黄
斌
卿
は
祁
彪
佳
の
推
薦
に
よ
り
七
月
二
四
日
に
鎮
江
総
兵
に
着
任
し
、
閾
浙
水

師
を
統
帥
し
南
直
鎮
常
蘇
松
の
鎮
守
を
担
っ
た
(34)

。
し
か
し
二
か
月
後
に
は
鄭
鴻
達
（
鄭
芝
龍
の
弟
）
と
交
替
し
て
九
江
総
兵
に
異
勁
し
、

さ
ら
に
安
慶
総
兵
に
遷
っ
た
。
翌
年
四
月
、
さ
ら
に
広
西
総
兵
に
転
任
す
る
際
に
左
良
玉
の
反
乱
に
遭
遇
し
、
そ
の
平
定
に
功
績
を
挙
げ
た

が
、
清
軍
の
南
下
に
よ
り
赴
任
で
き
ず
、
故
郷
の
福
建
に
戻
っ
て
鄭
芝
龍
や
福
建
巡
撫
張
肯
堂
の
援
助
を
求
め
た
(35)

。
同
年
、
清
軍
の
南
下

に
よ
り
弘
光
朝
廷
が
滅
亡
す
る
と
、
黄
斌
卿
は
福
建
で
即
位
し
た
隆
武
帝
の
も
と
に
赴
き
、
大
量
の
資
金
を
献
上
し
た
後
「
粛
虜
侯
」
（
後
に

「
威
虜
侯
」
）
に
封
じ
ら
れ
、
舟
山
を
拠
点
と
し
て
反
清
活
動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
一
六
四
九
年
末
に
い
た
り
、
隆
武
政
権
を
奉
じ
る
黄
斌

卿
は
、
浙
江
の
魯
王
政
権
に
非
協
力
的
だ
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
に
不
満
を
持
つ
磨
下
の
武
将
に
よ
っ
て
襲
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た

(
3
6
)
0

こ
の
よ
う
に
黄
斌
卿
は
一
六
四
五
か
ら
福
建
の
隆
武
帝
を
奉
じ
て
舟
山
を
拠
点
に
清
朝
へ
の
抵
抗
を
続
け
て
い
た
が
、
従
来
の
研
究
で
は
、

彼
と
日
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
華
夷
変
態
」
巻
一
、
慶
安
二
（
一
六
四
九
）
年
の
項
に
は
、

黄
斌
卿
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

大
明
中
興
隆
武
己
丑
季
夏
吉
旦

清世法
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東
洋
史
論
集
五
一

欽
命
練
理
招
討
大
師
夷
虜
侯
黄
斌
卿
書

爵
下
参
賂
石
盟
〇
齋
掛
一
字
忌
之
(37)

こ
れ
は
「
隆
武
己
丑
季
夏
吉
旦
」
、
す
な
わ
ち
一
六
四
九
（
隆
武
五
年
）
六
月
の
吉
日
に
、
黄
斌
判
が
書
き
、
麿
下
の
参
将
が
こ
れ
を
も
た

ら
し
た
の
だ
と
い
う
。
『
華
夷
変
態
』
の
絹
者
で
あ
る
林
春
勝
・
林
信
篤
父
子
は
、
冒
頭
の
一
大
明
中
興
隆
武
己
丑
季
夏
吉
旦
一
と
い
う
紀
年

に
つ
い
て
、
「
隆
武
己
丑
可
疑
、
隆
武
改
元
者
、
丙
戌
也
。
明
帝
丁
亥
隆
武
改
為
永
暦
、
然
則
黄
斌
卿
不
用
永
暦
年
琥
、
猶
守
隆
武
年
琥
歎
」

と
い
う
注
記
を
附
し
て
い
る
。
丁
亥
（
一
六
四
七
）
年
に
南
明
政
権
が
永
暦
に
改
元
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
己
丑
（
一
六
四
九
）
年
に
な

お
隆
武
年
号
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
黄
斌
卿
は
永
暦
改
元
後
も
依
然
と
し
て
隆
武
年
号
を
奉
じ
て
い
た
と
推
定
し
た
の
で
あ

る
。
実
際
、
南
明
魯
王
政
権
に
仕
え
た
高
宇
泰
が
「
隆
武
崩
四
年
、
猶
称
隆
武
五
年
」
と
説
く
よ
う
に
、
隆
武
帝
の
遺
臣
は
一
六
四
九
年
に

い
た
っ
て
も
隆
武
五
年
と
い
う
紀
年
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
、
上
記
の
扁
額
の
紀
年
と
符
合
す
る

(
3
8
)
0

『
華
夷
変
態
」
で
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
上
記
の
附
記
以
外
に
は
説
明
を
記
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
い
か
な
る
理
由
で
他
の
唐
船
風
説
書

と
と
も
に
『
華
夷
変
態
』
に
収
録
さ
れ
た
の
か
も
判
ら
な
い
(39)

。
し
か
し
『
長
崎
市
史
地
誌
編
仏
寺
部
』
に
は
、
隠
元
隆
碕
が
来
日
後
に

住
持
と
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
長
崎
の
東
明
山
興
福
寺
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
二
平
尊
宮
殿
の
真
上
に
高
く
、
「
済
世
法

王
」
と
題
せ
る
大
額
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
中
興
隆
武
二
（
マ
マ
）
己
丑
年
六
月
に
欽
命
総
理
招
討
太
師
威
虜
侯
黄
斌
卿
が
書
い
た
も
の
で
あ

る
」
（
包
。
す
な
わ
ち
『
華
夷
変
態
』
所
収
の
上
記
記
事
は
、
ま
さ
に
黄
斌
卿
が
「
済
世
法
王
」
四
文
字
を
書
き
、
興
福
寺
に
掲
げ
ら
れ
た
一
扁

額
を
写
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
扁
額
は
、
現
在
も
興
福
寺
の
大
雄
宝
殿
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
は
実
際
に
そ
れ
を
確
認
・
撮
影
し
た
（
写
真
1
)
。
こ
の

扁
額
の
右
側
に
は
小
字
縦
書
き
で
「
大
明
中
興
隆
武
歳
次
己
丑
季
夏
吉
旦
」
、
左
側
に
も
小
字
縦
書
き
で
「
欽
命
穂
理
招
討
太
師
威
虜
侯
黄
斌

卿
書
」
と
記
さ
れ
、
中
央
に
は
大
字
横
書
き
で
「
清
世
法
王
」
の
四
字
が
題
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
華
夷
変
態
』
に
は
「
清
世
法
王
」
の
上

部
に
示
印
」
と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
物
で
は
「
世
法
」
の
二
文
字
の
上
祁
に
築
書
の
小
型
金
印
が
あ
り
、
「
威
虜
侯
印
」
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
『
華
夷
変
態
』
の
記
事
末
尾
の
「
爵
下
参
将
石
器

0
齋
掛
l

と
い
う
一
文
は
扁
額
に
は
記
さ
れ
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六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

て
お
ら
ず
、
扁
額
自
体
と
は
異
な
る
情
都
源
に
基
づ
く
よ
う
で
あ
る
。

な
お
同
時
期
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
に
よ
れ
ば
、
西
暦
一
六
四
九
年
八
月
四
日
（
旧
暦

六
月
二
六
日
）
に
、
舟
山

(
S
u
s
a
m
)

か
ら
一
隻
の
「
小
型
ワ
ン
カ
ン
船
]
が
長
崎
に
到

着
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
(41)

。
商
館
日
記
に
は
そ
れ
以
上
の
情
報
は
な
い
が
、
こ
の
船

が
舟
山
の
黄
斌
卿
の
も
と
か
ら
来
航
し
、
上
記
の
扁
額
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
管
見
の
限
り
、
黄
斌
卿
と
隠
元
隆
埼
の
間
に
直
接
的
な
交
流
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
史
料
は
確
認
で
き
な
い
が
、
隠
元
隆
埼
は
魯
王
政
権
や
隆
武
政
権
の
重
臣

と
の
交
際
は
有
し
て
お
り
(42)

、
同
じ
く
福
建
北
部
出
身
で
あ
る
黄
斌
卿
と
な
ん
ら
か
の
関

係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
興
福
寺
は
浙
江
・
江
南
出
身
者
を
中
心

と
す
る
「
三
江
帯
」
が
建
立
し
た
唐
寺
で
あ
り
、
黄
斌
卿
が
興
福
寺
に
こ
の
扁
額
を
送
っ

た
背
景
に
は
、
長
崎
の
浙
江
系
唐
人
と
の
関
係
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
当
時
、
武
将
が
発
絵
す
る
文
書
は
、
磨
下
の
文
人
幕
僚
が
代
筆
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
た
だ
し
黄
斌
卿
の
場
合
は
、
自
ら
執
筆
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
長
崎
興
福
寺
の
本
堂

に
掲
げ
ら
れ
た
「
清
世
法
王
」
の
扁
額
も
、
黄
斌
卿
の
自
筆
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
黄
斌
卿

の
出
身
地
で
あ
る
甫
田
県
の
地
方
志
に
よ
れ
ば
、
黄
斌
卿
は
読
書
を
好
み
、
深
夜
ま
で
史
書
を
読
む
こ
と
を
常
と
し
、
「
来
威
堂
存
稿
』
・
『
東

南
紀
略
」
・
『
馴
麗
疏
抄
』
・
『
閏
浙
雑
詠
』
な
ど
、
数
十
巻
の
著
述
を
残
し
た
と
い
う
(43)
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
す
べ
て
散
侠
し
て
し
ま
っ
た
が
、

甫
田
出
身
者
の
詩
文
を
輯
録
し
た
鄭
王
臣
『
董
風
清
籟
集
』
（
乾
隆
年
間
刊
）
に
は
、
黄
斌
卿
の
詩
二
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
(44)

。
ま
た
江

戸
後
期
の
文
人
加
藤
良
白
は
、
当
時
「
黄
斌
卿
送
滉
蹟
仲
同
錦
衣
家
弟
之
日
域
借
師
l

と
題
す
る
下
記
の
七
言
律
詩
を
記
し
た
、
黄
斌
卿
自

筆
の
書
軸
が
売
り
に
出
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

整
頓
飛
売
出
再
東
、
稜
稜
剣
気
出
双
虹
。
半
肩
行
李
山
河
重
、

写真1 長崎市興福寺大雄宝殿中央扁額「済世法王」

一
紙
羽
書
日
月
通
。
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「
啓
写
」

東
洋
史
論
集
五
一

の
翻
刻
と
訓
読

声
徹
奏
庭
悲
夜
雨
、
煙
蛸
赤
壁
借
天
風
。
慢
誇
郭
子
連
回
乾
、
麟
閣
今
標
駕
海
功

(
4
5
)
0

「
黄
斌
卿
送
滉
蹟
仲
同
錦
衣
家
弟
之
日
域
借
師
l

と
い
う
詩
題
か
ら
、
こ
の
七
言
律
詩
は
黄
斌
卿
が
一
氾
蹟
仲
」
・
「
錦
衣
家
弟
」
が
日
本
乞

師
に
赴
く
際
に
贈
っ
た
送
別
詩
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
加
藤
良
白
は
「
錦
衣
家
弟
」
と
は
黄
宗
義
を
指
す
と
推
測
し
て
い
る
が
、
の
ち

に
石
原
道
博
ぱ
こ
の
送
別
詩
を
紹
介
し
て
、
「
蹟
仲
」
と
は
凋
京
第
の
字
で
あ
り
、
「
瀦
衣
家
弟
」
は
黄
宗
義
で
は
な
く
、
黄
斌
卿
の
弟
黄
孝

卿
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
(46)

。
『
甫
風
清
籟
集
』
・
一
柳
橋
詩
話
』
所
収
の
黄
斌
卿
の
詩
作
か
ら
み
て
も
、
彼
は
読
書
人
的
な
教
養
を
持
つ

「
儒
将
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
啓
写
」
も
幕
僚
の
代
作
で
は
な
く
、
彼
の
自
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
朱
舜
水
は
黄
斌
卿
を
自
ら

の
「
知
己
」
と
述
べ
(47)

、
彼
の
死
去
に
際
し
て
は
、
南
明
政
権
の
重
臣
で
あ
る
徐
学
遠
や
張
煽
言
が
弔
詩
を
記
し
て
い
る
の
も
(48)

、
彼
の

「
儒
将
」
的
側
面
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
節
で
は
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
の
泰
長
院
所
蔵
『
泰
長
院
文
書
』
写
真
版
を
底
本
と
し
て
、
「
啓
写
」
の
全
文
を
翻
刻
し
、
そ
の
訓
読
を

示
す
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
鍋
島
内
庫
本
『
泰
長
院
古
文
書
』
写
真
版
と
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
所
収
の
複
刻
も
参
照
し
た
。
い
ず
れ
も

『
泰
長
院
文
書
』
を
筆
写
な
い
し
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
泰
長
院
文
書
』
写
真
版
と
対
照
す
る
と
文
字
や
書
式
の
相
違
が
少
な
く
な

い
(49)

。
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
泰
長
院
文
書
」
写
真
版
に
基
づ
き
、
文
字
や
擾
頭
も
で
き
る
だ
け
原
文
に
従
い
、
評
点
を
附
し
て
翻
刻
し

た
(50)

。
原
文
の
明
ら
か
な
誤
字
は
[
]
内
に
正
し
、
欠
字
・
不
明
字
は
口
に
よ
っ
て
示
し
た
。

マ

マ

マ

マ

皇
朝
欽
命
総
理
恢
復
中
興
水
陸
軍
務
糧
銅
聯
絡
悧
莫
廣
固
江
楚
文
武
招
順
討
逆
滅
奴
靖
京
賜
坐
癖
尚
方
剣
便
宜
行
事
掛
粛
虜
将

軍
印
少
師
兼
太
子
太
師
威
虜
侯
黄
斌
卿
謹
啓
為
泣
血
披
誠
、
乞

師
救
國
事
、
痛
惟
報
仇
雪
祉
、
微
臣
萬
死
之
孤
忠
、
討
賊
援
都
、
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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

覇
國
千
秋
之
大
義
、
斌
卿
齋
心
七
日
、
刺
臀
血
書
、
惟

大
王
哀
其
愚
誠
而
恵
聴
之
、
遡
我

大
祖
高
皇
帝
謳
屏
胡
元
、
莫
安
華
夏
、
相
偲
十
七
帝
、
世
澤
其
仁
、
平
治
三
百
年
、

適
丁
匪
今
、
偽
清
逆
奴
者
、
荒
檄
遺
睾
、
麗
衛
小
酋
、
忘
(51)

累
朝
拳
養
之
深
恩
、
退
禁
醜
跳
梁
之
大
逆
、
西
呑
卜
描
、
東
併
朝
鮮
、
乗
寇
乱
而
窟
櫨
北
都
、
因
叛
降
而
蔓
延
南
服
、
辱
我

君
父
、
傾
我

廟
陵
、
毀
裂
我
冠
裳
、
淫
裁
我
士
女
、
神
人
共
憤
、
日
月
倶
暑
、
蹂
躙
未
及
三
年
、
腸
翔
幾
半
天
下
、
生
民
未
有
此
愛
、
中
國
可
謂
無

人
、
幸
而
天
意
存
唐
、
人
心
思
漢
、

皇
上
奮
威
鞠
旅
、
多
難
興
邦
、
巳
駕
南
征
、
仔
張
北
伐
、
三
楚
師
聯
於
秦
晋
、
二
東
兵
合
於
江
淮
、
呉
越
之
間
義
旗
屡
起
、
湖

海
之
上
飛
檄
時
岡
、
然
終
非

貴
國
之
兵
、
無
以
尽
殖
犬
羊
、
非

責
國
之
兵
、
無
以
急
救
水
火
、
必
得

貴
國
之
堅
甲
利
刃
、
而
後
金
鼓
可
振
、
必
得

貴
國
之
分
道
長
謳
、
而
後
南
北
可
平
、
已
岡

大
王
之
仁
、
之
威
、
興
師
十
萬
、
特
因
同
罪
而
来
、
且
知

通
國
之
義
、
之
勇
、
治
艦
三
千
、
函
欲
乗
風
而
至
、
其
居
室
之
興
也
、
事
在

西
人
、
今

期
朝
之
復
也
、
功
縣

東
國
、
此

大
王
救
鄭
之
挙
、
為
天
下
薦
世
所
美
博
、
抑
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東
洋
史
論
集
五
一

隆
武
参
年
伍
月

日
(52)

頓
首
々
々
、
臨
啓
、
可
勝
哀
懇
迫
切
之
至

大
祖
在
天
之
芙
、
非
孤
臣
人
所
能
致
、
斌
卿
志
堅
復
楚
、
義
不
帝
奏
、
扶
朗
主
以
中
興
、
一
心
無
戴
、

懸
水
軍
於
孤
島
、
百
戦
未
休
、
去
年
行
在
之
釜
書
、
価
陳
請
援
至
意
、
今
歳
安
昌
之
返
命
、
具
悉

賜
救
高
情
、
側
粉

施
旗
、
不
音
従
天
而
降
、
前
迎

剣
戟
、
何
殊
如
日
之
升
、
伏
乞

大
王
、
速
麿

稲
虎
之
雄
、
蚤
慰
雲
寛
之
望
、
助
逆
者
殺
無
赦
、
販
正
者
予
以
生
、
土
地
人
民
、
還
之
中
國
、
府
庫
財
幣
、
用
稿

大
弾
、
貢
市
之
通
、
世
々
子
孫
弗
絶
、
約
盟
之
後
、
源
々
玉
吊
交
灌
、
惟
血
誠
可
以
動
人
、
非
骨
肉
莫
能
取
信
、
特
令
錦

衣
嫡
弟
黄
孝
卿
、
束
身
為
質
、
雷
侍

東
京
、
御
史
監
軍
渇
京
第
、
敦
請
援
師
、
剋
期
西
登
、
若

大
師
一
日
未
奏
凱
、
則
孝
卿
一
日
不
敢
販

□、

大
師
一
刻
未
啓
行
、
則
京
第
亦
一
刻
不
敢
返
、
斌
卿
眼
穿
目
近
、
涙
尽
海
枯
、
誓
不
輿
逆
虜
共
載
而
生
、
願
得
見

大
朗
重
興
而
死
、
惟

大
王
哀
其
愚
誠
而
恵
許
之
、
忍
死
待
援
、
計
日
為
口
、
剖
心
朗
志
、
滴
血
成
書
、
附
上
玉
帯
一
園
、
竜
咆
一
端
、
宝
繰
一
品
、

金
盃
一
尊
、
礼
之
薄
也
、
何
敢
獣

尊
厳
、
誠
之
至
分
、
聯
以
供

侍
御
、
一
輪
日
出
、
遥
将
肝
腹
之
丹
、
万
里
湖
口
、
永
示
往
来
之
信
、
斌
卿
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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

皇
朗
欽
命
練
理
、
恢
復
中
興
、
水
陸
軍
務
糧
鮪
、
聯
絡
漑
=
県
[
直
]
廣
国
江
楚
文
武
(53)

、
招
順
討
逆
、
滅
奴
靖
京
、
賜
坐
錨
尚
方
剣
、
便
宜

行
事
、
掛
粛
虜
将
軍
印
、
少
師
兼
太
子
太
師
威
虜
侯
黄
斌
卿
、
謹
ん
で
啓
し
、
泣
血
披
誠
し
て
、
師
を
乞
い
國
を
救
わ
ん
が
事
の
為
に
す
。

痛
く
惟
う
に
、
仇
に
報
い
趾
を
雪
ぐ
は
、
微
臣
萬
死
の
孤
忠
に
し
て
、
賊
を
討
ち
鄭
を
援
く
る
は
、
覇
国
千
秋
の
大
義
な
り
。
斌
卿
、
齋
心

す
る
こ
と
七
日
、
臀
を
剌
し
て
血
書
す
。
惟
大
王
、
其
の
愚
誠
を
哀
れ
み
、
こ
れ
を
恵
聰
せ
ん
こ
と
を
。
遡
る
に
我
大
[
太
]
祖
高
皇
帝
は

た

ま

た

ま

あ

う

胡
元
を
謳
屏
し
、
華
夏
を
莫
安
し
、
相
伝
う
る
こ
と
十
七
帝
、
世
其
の
仁
を
清
い
、
平
治
す
る
こ
と
三
百
年
。
適
匪
今
に
丁
。
偽
清
の
逆

奴
は
荒
檄
の
遺
摯
に
し
て
、
厩
衛
の
小
酋
た
り
、
累
朝
象
養
の
深
恩
を
忘
れ
、
群
醜
跳
梁
の
大
逆
を
退
し
く
す
。
西
は
卜
揺
(54)

を
呑
み
、
東

は
朝
鮮
を
併
せ
、
寇
乱
に
乗
じ
て
窃
か
に
北
都
に
撼
り
、
叛
降
に
因
り
て
南
服
に
蔓
延
し
、
我
が
君
父
を
辱
し
め
、
我
が
廟
陵
を
傾
け
、
我

が
冠
裳
を
毀
裂
し
、
我
が
士
女
を
淫
獣
す
。
神
人
共
に
憤
り
、
日
月
倶
に
昏
し
。
蹂
躙
す
る
こ
と
未
だ
に
三
年
に
及
ば
ざ
る
に
、
胆
翔
は
幾

ん
ど
天
下
に
半
ば
す
。
生
民
は
末
だ
此
の
愛
有
ら
ず
、
中
國
に
人
無
し
と
い
う
可
し
。
幸
い
に
し
て
天
意
は
唐
を
存
ち
、
人
心
は
漠
を
思
う
、

皇
上
は
旅
に
鞠
げ
威
を
奮
い
、
多
難
に
邦
を
興
し
、
已
に
南
征
を
駕
め
、
仔
ち
て
北
伐
を
張
か
ん
と
す
。
三
楚
の
師
は
秦
晋
に
廓
な
り
、
ニ

東
の
兵
は
江
淮
に
合
う
。
呉
越
の
固
、
義
旗
し
ば
し
ば
起
ち
、
湖
海
の
上
、
飛
檄
時
に
図
く
。
然
れ
ど
も
終
に
貴
國
の
兵
に
非
ざ
れ
ば
、
以

て
尽
く
は
犬
羊
を
熾
ぼ
す
こ
と
無
し
。
貴
國
の
兵
に
非
ざ
れ
ば
、
以
て
急
ぎ
水
火
を
救
う
こ
と
無
し
。
必
ず
や
貴
國
の
堅
甲
利
刃
を
得
て
後
、

金
鼓
振
る
う
可
し
。
必
ず
や
責
國
の
分
道
長
謳
を
得
て
後
、
南
北
平
ら
ぐ
可
し
。
已
に
大
王
の
仁
、
（
大
王
）
の
威
も
て
、
師
十
万
を
興
し
、

特
に
阿
罪
に
因
り
て
来
た
る
と
岡
く
。
且
つ
通
園
の
義
、
（
通
國
）
の
勇
も
て
、
艦
三
千
を
治
め
、
巫
か
に
風
に
乗
り
て
至
ら
ん
と
欲
す
と
知

る
。
其
れ
唐
室
の
興
る
や
、
事
は
西
人
に
在
り
、
今
朝
朝
の
復
す
る
や
、
功
は
東
國
に
絲
る
。
此
れ
大
王
救
鄭
の
挙
は
、
天
下
万
世
の
美
偲

す
る
所
と
為
ら
ん
。
抑
も
大
[
太
]
祖
在
天
の
号
宍
孤
臣
人
の
能

v致
す
所
に
非
ず
o

斌
卿
ヽ
志
は
堅

v楚
を
復
さ
ん
と
し
ヽ
義
は
秦
を
帝

と
せ
ず
。
明
主
を
扶
け
て
以
て
中
興
し
、
一
心
に
し
て
二
無
し
。
水
軍
を
孤
島
に
懸
け
、
百
戦
し
て
休
ま
ず
。
去
年
行
在
の
螢
書
は
譜
援
の

至
意
を
備
陳
し
、
今
歳
安
昌
の
返
命
は
賜
救
の
高
情
を
具
悉
す
。
腟
旗
を
側
粉
す
る
に
、
音
に
天
従
り
し
て
降
る
の
み
な
ら
ず
。
剣
戟
を
前

迎
す
る
に
、
何
ぞ
日
の
如
く
升
る
に
殊
ら
ん
。

伏
し
て
大
王
に
乞
う
ら
く
は
、
速
や
か
に
餓
虎
の
雄
を
麿
い
、

っ
と蚤

に
雲
覚
の
望
を
慰
め
ん
こ
と
を
。
逆
を
助
く
る
者
は
殺
し
て
赦
す
こ
と
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東
洋
史
論
集
五
一

ね
ぎ
ら

あ
た

無
く
、
正
に
販
る
者
は
予
う
る
に
生
を
以
て
す
。
土
地
人
民
は
之
を
中
国
に
還
し
、
府
庫
財
幣
は
用
て
大
師
を
稿
う
。
貢
市
の
通
、
世
々
子

孫
絶
う
る
な
く
、
約
盟
の
後
、
源
々
と
し
て
玉
吊
も
て
交
惜
せ
ん
。
惟
だ
血
誠
の
み
以
て
人
を
動
か
す
可
く
、
骨
肉
に
非
ざ
れ
ば
能
く
信
を

な

と

ど

ま

あ

っ

取
る
莫
し
。
特
に
錦
衣
嫡
弟
黄
孝
卿
を
し
て
、
束
身
し
て
質
と
為
し
、
晋
り
て
東
京
に
侍
ら
し
む
。
御
史
監
軍
凋
京
第
を
し
て
、
敦
＜
援
師

を
請
い
、
期
を
剋
め
て
西
殺
せ
し
む
。
若
し
大
師
一

H
も
未
だ
凱
を
奏
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
孝
卿
一
日
も
敢
え
て
は
販

□せ
ず
。
大
師
一
刻
も

う
が

未
だ
行
を
啓
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
京
第
亦
た
一
刻
も
敢
え
て
は
返
ら
ず
。
斌
卿
、
眼
は
目
近
を
穿
ち
、
涙
は
海
枯
を
尽
く
す
。
逆
虜
と
共
載
し

て
生
き
ざ
る
誓
い
、
大
朝
の
重
興
を
見
る
を
得
て
死
す
こ
と
を
願
う
。
惟
だ
大
王
其
の
愚
賊
を
哀
れ
み
、
之
を
恵
許
せ
ん
こ
と
を
。
死
を
忍

び
て
援
を
待
ち
、
日
を
計
り
て
口
を
な
し
、
心
を
剖
き
て
志
を
明
ら
か
に
し
、
血
を
滴
ら
せ
て
書
を
成
す
。
玉
帯
一
園
、
竜
抱
一
端
、
宝
継

一
品
、
金
盃
一
尊
を
附
上
す
。
礼
の
薄
き
や
、
河
ぞ
敢
え
て
は
尊
厳
に
献
さ
ん
。
誠
の
至
る
や
、
卿
か
以
て
侍
御
に
供
さ
ん
。
一
輪
の
日
出
、

遥
に
肝
腹
の
丹
を
将
て
し
、
万
里
の
湖
口
、
永
く
往
来
の
信
を
示
す
。
斌
卿
、
頓
首
々
々
。
啓
に
臨
み
て
、
哀
懇
迫
切
の
至
に
勝
う
可
し
。

隆
武
参
年
伍
月
日
。

黄
斌
卿
ぱ
こ
の
書
啓
に
お
い
て
、
ま
ず
北
方
の
蛮
族
た
る
清
朝
が
中
華
の
地
を
蹂
躙
し
て
い
る
こ
と
を
指
弾
し
、
そ
れ
に
対
し
て
南
明
勢

力
が
反
攻
を
開
始
し
、
南
方
に
兵
威
を
広
げ
北
伐
を
図
り
つ
つ
あ
る
と
述
べ
る
。
た
だ
し
南
明
勢
力
だ
け
で
は
清
朝
を
完
全
に
中
華
か
ら
駆

逐
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
日
本
の
軍
事
的
支
援
が
不
可
欠
で
あ
り
、
日
本
の
「
大
王
」
（
徳
川
将
軍
を
指
す
）
は
援
軍
の
準
備
を
進
め

て
い
る
と
聞
く
が
、
そ
の
美
挙
は
万
世
に
渡
っ
て
賞
揚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
強
調
す
る
。

そ
の
う
え
で
黄
斌
卿
は
、
「
大
王
」
に
対
し
て
速
や
か
な
救
援
を
要
請
し
、
南
明
勢
力
も
そ
の
軍
費
を
供
出
し
、
功
が
成
れ
ば
子
々
孫
々
通

交
と
交
易
を
行
な
う
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
今
回
は
弟
の
黄
孝
卿
と
御
史
の
凋
京
第
を
日
本
に
派
遣
し
、
黄
孝
卿
を
質
使
と
し
て
「
東
京
」

（
江
戸
）
に
赴
か
せ
る
と
と
も
に
、
滉
京
第
に
は
日
本
の
援
軍
を
先
導
さ
せ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
を
果
た
す
ま
で
は
、
両
人
と
も
帰
国

し
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
逆
虜
と
共
載
し
て
生
き
ざ
る
誓
い
、
大
明
の
重
興
を
見
る
を
得
て
死
す
こ
と
を
願
う
」
と
し

て
、
「
大
王
」
が
援
軍
要
請
を
受
諾
す
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
黄
斌
卿
が
凋
京
第
を
日
本
乞
師
に
派
遣
し
た
年
代
に
つ
い
て
は
、
一
六
四
七
（
隆
武
三
）
年
と
、
一
六
四
八

（
隆
武
四
）
年
の
二
説
が
あ
り
、
定
論
が
な
か
っ
た
(55)

。
し
か
し
「
啓
写
」
の
末
尾
に
は
、
「
隆
武
参
年
五
月
」
と
い
う
年
月
が
明
記
さ
れ
て

お
り
、
黄
斌
卿
に
よ
る
日
本
乞
師
は
一
六
四
七
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

ま
た
潟
京
第
に
同
行
し
て
乞
師
に
赴
い
た
人
物
に
つ
い
て
も
、
黄
宗
義
説
、
明
宗
室
の
安
昌
王
説
、
黄
斌
卿
の
弟
で
あ
る
黄
孝
卿
説
の
諸

説
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
筆
者
は
別
稿
で
黄
宗
椴
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
「
啓
写
」
に
は
、
「
特
に
錦
衣
嫡
弟
黄

あ
っ

孝
卿
を
し
て
、
束
身
し
て
質
と
為
し
、
留
ま
り
て
東
京
に
侍
ら
し
む
。
御
史
監
軍
潟
京
第
を
し
て
、
敦
＜
援
師
を
請
い
、
期
を
剋
め
て
西
発

せ
し
む
」
と
あ
り
、
潟
京
第
に
同
行
し
た
の
は
黄
孝
卿
だ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
安
昌
王
が
渇
京
第
に
同
行
し
た
と
い
う
説
は
、
黄
宗
犠
『
海
外
慟
哭
記
』
、
高
宇
泰
「
雪
交
亭
正
気
録
』
な
ど
に
、
一
六
四
七
年
六

月
に
安
昌
王
・
潟
京
第
・
黄
孝
卿
が
と
も
に
日
本
に
出
使
し
た
こ
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
(56)

。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
「
啓
写
」

に
は
「
去
年
行
在
の
璽
書
は
請
援
の
至
意
を
備
陳
し
、
今
歳
安
昌
の
返
命
は
賜
救
の
高
情
を
具
悉
す
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
「
去
年
行
在
の

璽
書
は
請
援
の
至
意
を
備
陳
し
」
と
は
、
一
六
四
六
年
に
「
行
在
」
福
州
を
拠
点
と
し
て
い
る
隆
武
帝
・
鄭
芝
龍
が
日
本
に
黄
徴
明
を
派
遣

し
て
、
乞
師
を
求
め
る
親
書
を
送
っ
た
こ
と
を
指
す
(57)

。
ま
た
「
今
歳
安
昌
の
返
命
は
賜
救
の
高
情
を
具
悉
す
」
と
は
、
一
六
四
七
年
に
は

安
昌
王
が
帰
国
し
て
、
日
本
に
援
軍
派
遣
の
意
思
が
あ
る
と
報
告
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

安
昌
王
の
日
本
派
遣
に
つ
い
て
は
、
魯
王
政
権
に
仕
え
た
査
継
佐
『
罪
惟
録
」
に
も
、
「
魯
王
は
舟
山
を
保
ち
、
藩
安
昌
王
に
命
じ
、
牛
、

も

た

ら

う

っ

た

馳
等
を
資
し
て
日
本
に
控
え
し
む
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
(58)

。
ま
た
張
麒
白
『
浮
海
記
』
に
よ
れ
ば
、
安
昌
王
は
一
六
四
七
年
三
月
に
、
周

雀
芝
の
義
子
林
泉
と
と
も
に
日
本
へ
出
航
し
た
と
い
う

(
5
9
)
0

さ
ら
に
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ウ
ィ
レ
ム
・
フ
ル
ス
テ
ー
ヘ
ン
は
、

四

「
啓
写
」

一
六
四
七
年
五
月
一
八
日
（
旧
暦
四
月
一
四
日
）
の
日
記
に
お
い

か
ら
み
る
一
六
四
七
年
の
日
本
乞
師
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東
洋
史
論
集
五
一

て
、
安
昌
王
の
長
崎
来
航
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

待
た
さ
れ
て
い
た
一
隻
の
小
型
ジ
ャ
ン
ク
船
が
現
れ
る
。
そ
れ
に
乗
っ
て
き
た
使
節
は
、
彼
は
福
州
の
長
官
の
弟
で
あ
る
と
い
う
。
…
•
•
•

何
人
か
の
女
性
を
伴
い
、
ま
た
彼
等
の
様
式
の
馬
車
一
台
、
三
頭
の
彗
馬
と
三
頭
の
牛
を
伴
っ
て
い
た
。
知
事
の
通
事
が
船
上
へ
行
く
。

…
…
ジ
ャ
ン
ク
船
船
長
を
通
じ
て
同
人

0
通
事
。
と
話
し
た
。
そ
れ
は
通
事
が
彼
に
対
し
て
、
口
を
利
く
に
ぱ
あ
ま
り
に
身
分
が
低
く
、

賤
し
い
か
ら
だ
と
い
う
。
一
日
に
三
回
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
が
発
射
さ
れ
、
朝
に
旗
が
掲
げ
ら
れ
、
夕
刻
に
再
び
降
ろ
さ
れ
る
時
に
、
楽
器

が
演
奏
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
彼
等
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
タ
ル
タ
リ
ア
人
は
、
あ

ま
り
に
深
く
ま
で
侵
攻
し
て
お
り
、
日
本
人
は
最
強
の
も
の
に
付
く
で
あ
ろ
う

(
6
0
)
0

こ
れ
に
よ
れ
ば
長
崎
に
入
港
し
た
「
福
州
の
長
官
の
弟
」
は
、
「
三
頭
の
襲
馬
と
三
頭
の
牛
」
を
伴
い
、
「
知
事
」
（
長
崎
奉
行
）
が
派
遣
し

た
唐
通
事
が
船
上
に
赴
き
交
渉
に
当
た
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
福
州
の
長
官
の
弟
」
と
は
、
当
時
福
州
附
近
を
拠
点
と
し
て
い
た
魯

王
の
弟
で
あ
る
、
安
昌
王
を
指
す
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
こ
の
使
節
が
「
三
頭
の
纏
馬
と
三
頭
の
牛
」
を
伴
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
査
継

も

た

ら

う

っ

た

佐
が
云
藩
安
昌
王
に
命
じ
、
牛
、
纏
等
を
賓
し
て
日
本
に
控
え
し
む
」
と
記
す
の
と
符
合
す
る
。
そ
の
後
、
彼
ら
は
上
陸
す
る
こ
と
な
く
、

砂
糖
と
食
糧
を
交
易
し
、
五
月
二
四
日
（
旧
暦
四
月
二
四
日
）
に
は
帰
帆
し
た
。
そ
し
て
「
嘘
馬
や
水
牛
は
事
前
に
贈
物
と
し
て
受
け
取
ら

れ
る
で
も
、
誰
か
に
宛
が
わ
れ
る
で
も
な
い
ま
ま
陸
揚
げ
さ
れ
た
」
と
い
う

(
6
1
)
0

関
連
す
る
漢
文
史
料
と
し
て
、
李
天
恨
『
燭
火
録
』
に
よ
れ
ば
、
魯
王
は
隆
武
帝
の
遣
使
（
冒
頭
で
提
示
し
た
一
六
四
五
年
周
崖
芝
と
一

六
四
六
年
鄭
芝
龍
の
乞
師
）
に
続
き
、
翌
年
（
一
六
四
七
年
）
に
は
安
昌
王
を
ふ
た
た
ひ
派
遣
し
た
。
日
本
側
は
当
初
は
そ
の
一
行
を
優
遇

し
た
が
、
十
日
余
り
す
る
と
態
度
を
急
変
し
、
速
や
か
に
帰
国
す
る
よ
う
に
促
し
た
。
の
ち
に
日
本
人
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
爾
明
朝
は

喪
敗
し
、
我
国
に
来
た
り
て
師
を
乞
う
。
当
に
麻
衰
も
て
痛
哭
す
べ
し
。
何
ぞ
尚
お
其
の
威
儀
盛
ん
に
す
る
を
得
ん
や
。
是
に
於
い
て
商
明

朝
に
人
無
き
を
知
り
、
故
に
兵
を
せ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
た
と
い
う
(62)

。
フ
ル
ス
テ
ー
ヘ
ン
も
安
昌
王
は
地
位
の
低
い
唐
通
事
と
直
接
会
話

す
る
こ
と
を
拒
み
、
船
長
を
通
じ
て
意
思
疎
通
し
た
と
記
し
て
お
り
、
実
際
に
安
昌
王
の
尊
大
な
態
度
が
日
本
測
に
悪
印
象
を
残
し
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。

-16-



一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

一
結
局
の
と
こ
ろ
彼
等
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
安
昌
王
に
よ

る
乞
師
は
な
ん
ら
成
果
を
収
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
年
黄
斌
卿
が
日
本
に
送
っ
た
一
啓
写
」
に
は
、
「
今
歳
安
昌
の
返
命
は
賜
救

の
高
情
を
具
悉
す
」
と
あ
り
、
安
昌
王
が
日
本
側
は
軍
事
援
助
に
前
向
き
だ
と
報
告
し
た
よ
う
に
記
す
。
お
そ
ら
く
安
昌
王
は
帰
国
後
、
実

態
と
は
異
な
る
報
告
を
魯
王
政
権
や
舟
山
の
黄
斌
卿
に
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ル
ス
テ
ー
ヘ
ン
が
記
す
よ
う
に
、
安
昌
王
は
一
六
四
七
年
の
旧
暦
四
月
一
四
日
に
長
崎
に
入
港
し
、
二
四
日
に
長
崎
を
出
航
し
た
。
安

昌
王
の
帰
国
後
ほ
ど
な
く
、
黄
斌
卿
は
同
年
五
月
に
「
啓
写
」
を
作
成
し
た
。
一
方
、
凋
京
第
は
黄
斌
卿
の
命
に
よ
り
、
清
朝
の
呉
激
提
督

呉
勝
兆
の
叛
乱
に
呼
応
し
て
、
同
年
四
月
に
張
名
振
・
張
煽
言
と
と
も
に
舟
山
か
ら
崇
明
島
に
出
撃
し
た
が
、
暴
風
に
よ
り
大
き
な
損
害
を

受
け
舟
山
に
戻
っ
て
い
る
(63)

。
そ
し
て
五
月
末
ご
ろ
、
黄
斌
卿
の
命
に
よ
り
黄
孝
卿
と
と
も
に
舟
山
を
出
航
し
、
長
崎
に
向
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

凋
京
第
一
行
の
長
崎
来
航
に
つ
い
て
、
フ
ル
ス
テ
ー
ヘ
ン
は
西
暦
七
月
七
日
（
旧
暦
六
月
六
日
）
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

正
午
に
二
隻
の
ジ
ャ
ン
ク
船
が
現
れ
た
。
一
隻
は
去
る
五
月
十
七
日
に
唐
通
事
の
助
け
で
当
地
か
ら
出
た
も
の
で
、
ソ
ン
チ
ョ
ウ
島
（
南

京
の
川
よ
り
も
っ
と
北
川
で
、
同
所
の
岸
か
ら
四
五
マ
イ
ル
沖
に
あ
り
、
大
き
さ
は
四
国
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
）
か
ら
来
た
と
い

う
。
…
…
も
う
一
隻
の
小
型
ジ
ャ
ン
ク
船
は
、
多
く
の
数
の
旗
類
を
付
け
て
、
前
と
同
じ
よ
う
に
大
使
を
載
せ
て
前
述
の
島
か
ら
来
た
。

彼
等
は
こ
の
国
で
は
許
容
さ
れ
ず
、
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
彼
等
の
帰
帆
の
通
航
証
を
既
に
再
び
得
て
お
り
、
し
ば
ら
く
風
を
待
っ
て

い
る

(
6
4
)
0

フ
ル
ス
テ
ー
ヘ
ン
が

そ
れ
は
上
陸
す
る
こ
と
な
く
、

大
使
と
と
も
に

さ
ら
に
西
暦
七
月
九
日
（
旧
暦
六
月
八
日
）
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

夜
に
一
隻
の
小
型
ジ
ャ
ン
ク
船
が
到
消
し
た
。
前
述
の
大
使
の
仲
間
で
あ
る
ら
し
く
、

帰
帆
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(
6
5
)
0

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
西
暦
五
月
二
十
四
日
に
長
崎
を
出
航
し
た
安
昌
王
の
ジ
ャ
ン
ク
が
帰
還
し
た
後
、
潟
京
第
は
「
ソ
ン
チ
ョ
ウ
島
」
か
ら

長
崎
に
向
か
い
、
七
月
七
日
（
旧
暦
六
月
六
日
）
に
長
崎
に
入
港
し
た
こ
と
に
な
る
。
「
ソ
ン
チ
ョ
ウ
島
l

は
位
置
的
に
崇
明
島
を
指
す
の
か
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も
し
れ
な
い
。
ま
た
渇
京
第
の
ジ
ャ
ン
ク
船
が
長
崎
に
入
港
し
た
二
日
後
、
「
夜
に
一
隻
の
小
型
ジ
ャ
ン
ク
船
」
も
入
港
し
て
お
り
、
そ
れ
は

「
前
述
の
大
使
の
仲
間
」
で
あ
る
。
凋
京
第
と
黄
孝
卿
が
二
隻
の
ジ
ャ
ン
ク
に
分
乗
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
フ
ル
ス
テ
ー
ヘ
ン
が
「
彼
等
は
こ
の
国
で
は
許
容
さ
れ
ず
、
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
彼
等
の
帰
帆
の
通
航
証
を
既
に
再
び
得
て
お

り
、
し
ば
ら
く
風
を
待
っ
て
い
る
」
と
記
す
よ
う
に
、
幕
府
は
当
初
か
ら
彼
ら
の
乞
師
要
請
に
応
じ
る
意
向
は
な
く
、
た
だ
ち
に
帰
国
を
命

じ
た
よ
う
だ
。
実
際
に
凋
京
第
が
い
つ
婦
国
し
た
の
は
不
明
だ
が
、
西
暦
八
月
二
日
・
三
日
（
旧
暦
七
月
二
日
・
三
日
）
に
は
、
な
お
長
崎

港
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
(66)

。
凋
京
第
は
同
年
旧
暦
十
二
月
に
は
黄
斌
卿
に
従
っ
て
寧
波
攻
撃
に
参
加
し
て
い
る
の
で
、
彼

は
西
暦
八
月
以
降
、
同
年
末
ま
で
に
は
帰
国
し
た
の
で
あ
ろ
う

(
6
7
)
0

黄
斌
卿
は
「
啓
写
」
に
お
い
て
、
日
本
の
援
軍
を
得
て
清
軍
を
駆
逐
し
た
後
に
は
、
日
本
と
永
く
「
貢
市
」
（
朝
貢
・
互
市
）
を
通
じ
、
通

交
を
続
け
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
徳
川
幕
府
は
た
し
か
に
初
期
に
は
朝
鮮
や
琉
球
を
通
し
て
明
朝
と
の
公
的
通
交
・
貿
易
の
復
活
を
試
み
た

が
成
果
を
得
な
か
っ
た
(68)

。
し
か
し
一
六
四
七
年
時
点
で
は
、
幕
府
は
一
連
の
鎖
国
令
を
通
じ
て
通
交
・
交
易
統
制
を
強
化
す
る
一
方
、
長

崎
に
は
多
く
の
唐
船
が
来
航
し
て
交
易
を
行
っ
て
お
り
、
も
は
や
中
国
と
の
公
的
通
商
の
再
開
を
求
め
る
意
図
は
な
く
、
黄
斌
卿
の
提
案
は

現
実
性
を
欠
い
て
い
た

(
6
9
)
0

ま
た
「
啓
写
」
で
は
「
皇
上
は
旅
に
鞠
げ
威
を
奮
い
、
多
難
に
邦
を
興
し
、
す
で
に
南
征
を
駕
め
、
仔
ち
て
北
伐
を
張
か
ん
と
す
。
三
楚

の
師
は
秦
晋
に
聯
な
り
、
二
東
の
兵
は
江
淮
に
合
う
」
と
、
あ
た
か
も
隆
武
帝
が
健
在
で
南
方
の
攻
略
を
進
め
北
伐
も
準
備
し
て
い
る
よ
う

に
記
す
。
し
か
し
幕
府
は
唐
船
風
説
書
を
通
じ
て
中
国
大
陸
の
戦
況
を
か
な
り
正
確
に
把
握
し
て
お
り
、
一
六
四
六
年
八
月
末
に
隆
武
帝
が

清
軍
に
殺
害
さ
れ
た
際
も
、
一
か
月
半
後
の
同
年
一

0
月
に
は
、
幕
府
は
長
崎
か
ら
の
注
進
に
よ
り
そ
の
情
報
を
把
握
し
て
い
た
(70)
。
幕
府

は
黄
斌
卿
が
「
啓
写
」
に
記
す
戦
況
が
虚
勢
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
了
解
し
て
い
た
。
現
実
は
フ
ル
ス
テ
ー
ヘ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
タ
ル

タ
リ
ア
人
は
、
あ
ま
り
に
深
く
ま
で
侵
攻
し
て
お
り
、
日
本
人
は
最
強
の
も
の
に
付
く
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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(
2
)
 

(
1
)
 

註

一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

本
稿
で
は
黄
斌
卿
の
命
に
よ
る
凋
京
第
の
日
本
乞
師
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
泰
長
院
文
書
所
収
の

「
明
将
黄
斌
卿
啓
写
」
を
翻
刻
・
訓
読
し
、
こ
の
乞
師
が
一
六
四
七
年
に
実
施
さ
れ
、
凋
京
第
と
と
も
に
黄
斌
卿
の
弟
黄
孝
斌
が
同
行
し
た
こ

と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
関
連
す
る
漢
文
史
料
や
『
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
』
な
ど
を
利
用
し
て
、
こ
の
乞
師
の
経
緯
や
そ
の
背
景

に
つ
い
て
も
論
証
し
た
。

な
お
一
六
四
七
（
正
保
四
）
年
は
、
六
月
末
に
ゴ
ン
サ
ロ
・
デ
・
シ
ケ
イ
ラ
・
デ
・
ソ
ウ
ザ
を
使
節
と
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
長
崎
に
来

航
し
、
通
商
再
開
を
求
め
た
年
で
も
あ
っ
た
。
凋
京
第
ら
は
月
初
に
長
崎
に
入
港
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
後
し
て
来
航
し
た
凋
京
第
の
ジ
ャ

ン
ク
と
ソ
ウ
ザ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
、
長
崎
港
内
で
遭
遇
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
六
四
七
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
長
崎
来
航
事
件
に
つ
い
て

は
、
江
戸
幕
府
の
外
交
•
海
防
史
上
の
重
大
事
件
と
し
て
、
多
く
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る

(
7
1
)。
し
か
し
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
ポ
ル
ト
ガ

ル
船
来
航
事
件
と
、
同
時
期
の
凋
京
第
の
乞
師
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
＜
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
啓
写
」
が
佐
賀
藩
の
泰
長
院
に

所
蔵
さ
れ
た
理
由
と
し
て
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
来
航
に
際
し
て
、
佐
賀
藩
も
長
崎
警
備
役
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

一
六
四
七
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
来
航
と
凋
京
第
乞
師
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
漢
文
・
和
文
史
料
や
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
な
ど
を
併
用
し
て
、

稿
を
改
め
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

石
原
道
博
『
明
末
清
初
日
本
乞
師
の
研
究
ー
（
冨
山
房
、
一
九
四
五
年
）
。

本
稿
で
の
年
表
記
は
原
則
的
に
西
暦
に
よ
り
、
お
も
に
南
明
年
号
を
附
記
す
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
日
本
年
号
な
ど
も
附
記
す
る
。

お

わ

り

に
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(
3
)
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一

代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
石
原
前
掲
『
明
末
清
初
日
本
乞
師
の
研
究
』
正
編
一
明
将
周
鶴
芝
・
滉
京
第
の
日
本
乞
師
に
院
い
て
l

―
五

I
―
1
0
頁
、
小
宮

木
代
良
「
明
清
交
替
情
報
と
佐
賀
藩
の
長
崎
番
役
」
（
『
近
世
前
期
の
公
儀
軍
役
負
担
と
大
名
家
ー
|
佐
賀
藩
多
久
家
文
書
を
読
み
な
お
す
ー
』
岩
田
書

浣
‘
1
1
0
一
九
年
）
七
七
1
九
六
頁
、
同
氏
「
明
清
交
替
期
幕
府
外
交
の
社
会
的
前
提
I

｛
牛
人
問
題
を
前
提
と
し
て
ー
一
（
中
村
質
漏
『
鎖
国
と
国
際

関
係
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
）
二
三
六
ー
ニ
六
八
頁
、
同
氏
一
『
明
末
清
初
日
本
乞
師
一
に
対
す
る
家
光
政
権
の
対
応
」
（
『
九
州
史
学
』
九
七
号
、

一
九
九
0
年
）
一
ー
一
九
頁
、
山
本
博
文
「
武
威
の
構
造
ー
_
明
清
交
替
期
の
幕
藩
制
国
家
ー
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
三
九
号
、
一
九
九
五
年
）
一
八

I-
――

四
頁
、
喜
舎
場
一
隆
「
唐
藩
の
日
本
乞
師
と
薩
琉
関
係
一
（
『
南
島
史
学
]
四
六
号
、
一
九
九
五
年
）
一
ー
一
九
頁
参
照
。
中
国
で
の
主
要
研
究
と
し
て
は
、

南
柄
文
「
南
明
首
次
乞
師
日
本
将
領
之
姓
名
考
」
（
『
史
学
月
刊
』
二
0
0
二
年
一
期
）
四
七
＼
五
二
頁
、
南
伺
文
「
周
鶴
芝
的
姓
名
及
其
乞
師
日
本
l

(

『明

史
研
究
』
一
期
、
二
0
0
一
年
）
一
七
七
＼
一
八
九
頁
、
白

i

帝
・
阪
文
「
鄭
氏
政
権
興
徳
川
幕
府
ー
以
向
日
乞
師
為
討
論
中
心
」
（
『
海
洋
史
研
究
』
一
五

輯
‘
―
1
0
二
0
年
）
―
1
0
1
一
三
二
頁
参
照
。

(
4
)

一
六
四
六
（
隆
武
二
）
年
の
隆
武
政
権
淡
亡
後
も
、
魯
王
監
国
政
権
は
浙
江
・
椙
建
で
清
朝
に
拒
抗
を
続
け
、
「
監
国
」
某
年
と
い
う
紀
年
を
用
い
た
。

(
5
)

主
要
研
究
と
し
て
は
石
原
前
掲
『
明
末
清
初
日
本
乞
師
の
研
究
』
一
九

s-―
0
頁
、
木
宮
泰
彦
「
明
末
の
乞
師
及
び
乞
資
」
（
『
日
支
交
通
史
』
下
巻
、
金

刺
芳
流
堂
、
一
九
二
七
年
）
四
七
0
頁
、
楊
雲
蔀
「
南
明
時
代
輿
日
本
的
関
係
」
（
『
南
明
研
究
異
台
湾
文
化
』
、
台
湾
風
物
雑
誌
社
、
一
九
九
三
年
）
―
-
九

五
＼
―
-
九
六
頁
。

(
6
)

小
野
和
子
『
明
季
党
社
考
』
第
九
章
「
復
社
の
人
び
と
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」
（
同
朋
舎
、
一
九
九
六
年
）
六
0
六
＼
六
0
八
頁
。

(
7
)

劉
明
錯
五
心
末
清
初
の
史
料
『
浮
海
記
』
と
一
六
四
九
年
南
明
魯
玉
政
権
の
日
本
乞
師
に
つ
い
て
」
（
『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
一
七
号
、
二
0
二
四

年
）
三
五
七
ー
三
七
七
頁
。

(
8
)

凋
京
第
の
一
六
四
七
年
乞
師
説
を
と
る
主
要
研
究
と
し
て
は
、
梁
啓
超
「
黄
梨
淵
朱
舜
水
乞
暉
日
本
辮
」
（
云
東
方
雑
誌
』
―
1
0
巻
六
号
、
一
九
二
三
年
）

六
一
て
~
六
四
頁
、
石
原
前
掲
『
明
末
滑
初
日
本
乞
師
の
研
究
』
一
四
ー
ニ
0
頁
が
あ
る
。
一
方
、
近
年
の
中
国
の
研
究
で
は
一
六
四
八
年
説
を
と
る
も
の
が

多
い
。
呉
光
「
黄
梨
洲
乞
師
日
本
史
実
考
」
（
『
浙
江
学
刊
』
一
期
、
一
九
八
八
年
）
七
八
1
八
0
頁
（
講
演
稿
、
呉
光
「
黄
梨
洲
乞
師
日
本
史
実
考
」
『
文

学
詮
輯
』
三
三
巻
、
一
九
八
七
年
、
一
六
三

S
一
六
八
頁
）
、
陳
祖
武
「
黄
宗
報
東
渡
日
本
史
事
考
l

(

『
浙
江
学
刊
』
一
期
、
一
九
八
八
年
）
七
五
ー
七
七

頁
、
祝
求
是
一
南
明
凋
京
第
日
本
乞
師
一
次
考
」
（
『
寧
波
広
播
電
視
大
学
学
報
』
一
期
、
二
0
0
四
年
）
一
三
ー
一
七
頁
、
閻
瑞
雪
『
黄
宗
報
日
本
乞
師
事
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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

考

i
兼
論
南
明
士
大
夫
対
中
日
関
係
的
看
法
』
（
『
南
昌
大
学
学
報
（
人
文
社
会
科
学
版
）
」
三
期
、
二
0
一
四
年
）
―
-
五

s
―
一
九
頁
。

(
9
)

黄
宗
薇
同
行
説
を
と
る
主
要
研
究
と
し
て
は
前
注
に
参
照
。

(10)

劉
前
掲
「
明
末
清
初
の
史
料
「
浮
海
記
』
と
一
六
四
九
年
南
明
魯
王
政
権
の
日
本
乞
師
に
つ
い
て
」
三
六
四

S
三
六
六
頁
。

(11)

佐
賀
県
史
料
編
纂
委
員
会
編
『
佐
賀
県
史
料
集
成
」
第
五
巻
（
佐
賀
県
立
図
書
館
、
一
九
六
0
年
）
三
頁
。

(
1
2
)顧
明
源
「
西
国
日
本
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
関
係
と
禅
僧
~
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
臨
済
宗
幻
住
派
と
妙
心
寺
派
を
め
ぐ
っ
て
」
九
州
大

学
博
士
論
文
、
二
0
二
ニ
年
、
七
七

S
七
八
頁
。
諸
事
情
に
よ
り
、
顧
氏
の
博
士
論
文
は
現
時
点
で
は
非
公
開
で
あ
る
が
、
顧
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
、
泰
長

院
文
書
に
関
連
す
る
部
分
を
参
照
し
た
。

(13)

佐
賀
県
立
図
書
館
『
泰
長
院
文
書
」
（
請
求
記
号
る
複
史
0
五
ー
一
―
)
の
リ
ス
ト
に
参
照
。

(14)

な
お
一
九
〇
六
（
明
治
ニ
―
)
年
に
は
史
料
編
纂
掛
が
鍋
島
報
効
会
所
蔵
『
泰
長
院
古
文
書
』
の
筆
写
本
を
作
成
し
て
い
る
（
東
大
史
料
編
纂
所
、
請
求

記
号
三
0
七
一
・
九
ニ
ー
ニ
）
。
ま
た
一
九
三
五
（
昭
和
一
0
)
年
に
は
、
九
州
帝
国
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
が
鍋
島
家
内
庫
所
蔵
『
泰
長
院
古
文
書
」

の
写
本
を
作
成
し
て
お
り
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
「
九
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で
公
開
さ
れ
て
い
る

(
h

丑
s

ミ
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
3
2
4
/
1
5
7
0
4
2
6
、
h
丑
p
s
:
/
/

h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
2
3
2
4
/
1
5
7
0
4
6
3
)

。

(15)

東
大
史
料
編
纂
所
、
請
求
記
号
三
0
七
一
・
九
ニ
ー
八
。
翌
年
に
は
編
年
史
編
纂
掛
が
『
国
別
文
書
』
（
請
求
記
号
四
一
七
―

・
O
ニ
ー
ニ
三
）
を
編
纂

し
た
際
に
も
、
泰
長
院
文
書
を
筆
写
本
に
基
づ
き
一
六
六
冊
に
収
録
し
た
。
一
九
七
0
年
に
は
、
史
料
編
纂
所
が
あ
ら
た
め
て
泰
長
院
文
書
の
写
真
版
を
作

成
し
て
い
る
（
写
真
帳
一
冊
、
請
求
記
号
六
一
七
一
・
九
ニ
ー
ニ
八
）
。

(16)

各
文
書
の
表
題
は
下
記
の
通
り
。
一
「
章
福
稟
書
写
」
、
二
「
渡
城
散
人
書
腋
」
、
三
「
詩
篇
」
、
四
「
朝
鮮
国
大
将
軍
李
答
柳
川
調
信
書
写
」
、
五
「
朝
鮮

国
大
将
軍
李
書
写
」
、
六
「
金
海
守
白
士
採
書
写
」
、
七
「
朝
鮮
国
大
将
軍
李
答
鍋
島
直
茂
書
写
」
、
八
「
金
海
守
白
士
媒
答
豊
茂
守
書
写
」
（
本
文
省
略
）
、

九
「
慶
尚
道
防
御
使
金
応
瑞
書
写
」
‘
1
0
「
明
将
黄
斌
卿
啓
写
」
、
一
一
「
東
捕
簗
国
握
仔
昭
花
書
写
」
‘
―
二
「
東
捕
泰
国
握
仔
昭
花
書
写
」
、
一
三
「
鍋

島
直
茂
檄
答
書
草
案
」
、
一
四
「
鍋
島
直
茂
檄
答
書
案
」
（
本
文
省
略
）
、
一
五
「
鍋
島
直
茂
寄
大
将
軍
李
書
案
」
（
本
文
省
略
）
、
一
六
「
鍋
島
直
茂
答
大
将

軍
李
書
案
」
、
一
七
「
茂
守
答
白
士
森
書
案
」
、
一
八
「
某
答
白
士
探
書
案
」
、
一
九
「
茂
守
答
大
将
軍
李
書
案
」
、
二
〇
「
茂
守
寄
金
応
瑞
書
案
」
、
ニ
―
「
将

軍
徳
川
秀
忠
答
朝
鮮
国
王
書
写
」
、
二
ニ
「
将
軍
徳
川
秀
忠
答
朝
鮮
国
王
書
写
」
、
二
三
「
朝
鮮
国
王
李
渾
贈
徳
川
秀
忠
書
写
」
、
二
四
「
詩
篇
」
。
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(17) 

東
洋
史
論
集
五
一

「
東
埋
塞
国
握
仔
昭
花
書
写
一
に
つ
い
て
は
、
北
川
香
•
岡
本
真
二
七
世
紀
初
頭
カ
ン
ボ
ジ
ァ
ー
日
本
往
復
書
蘭
に
つ
い
て
ー
」
（
『
東
南
ア
ジ
ア

ー
ー
歴
史
と
文
化
ー
』
四
四
号
、
―

1
0
一
五
年
）
―
二

0
1
一
四
一
頁
参
照
。

(18)

前
掲
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
五
巻
三
四
九
＼
三
五

0
頁。

(19)

東
京
帝
国
大
学
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
下
冊
（
東
京
帝
国
大
学
、
一
九
三
二
年
）
一

0
二
頁
。
宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
』
第
一
―
（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
七
五
年
）
五
八
九
頁
。

(20)

史
学
会
『
史
学
雑
誌
』
一
七
編
八
号
、
一
九

0
六
年
、
「
彙
報
」
七
七

1
七
八
頁
。
『
歴
史
地
理
』
八
巻
八
号
一
評
詮
及
彙
報
」
七

0
三
ー
七

0
四
頁
に
も

ほ
ぼ
同
内
容
の
紹
介
が
あ
る
。

(21)

前
掲
『
史
学
雑
誌
』
一
七
編
八
号
「
彙
報
]
七
六
頁
に
、
一
其
の
説
明
の
大
様
を
漏
れ
聞
く
こ
と
を
得
た
れ
ば
、
左
に
之
を
録
せ
ん
」
と
あ
る
。

(22)

な
お
こ
の
解
説
に
お
い
て
、
二
末
文
に
隆
武
三
年
と
あ
る
は
我
が
後
光
明
天
皇
の
慶
安
元
年
に
し
て
」
と
説
く
の
は
誤
り
で
あ
る
。
一
六
四
五
（
弘
光
元
）

年
、
南
京
の
弘
光
政
権
滅
亡
後
、
唐
王
（
隆
武
帝
）
が
即
位
し
た
が
、
こ
の
際
、
隆
武
帝
は
通
常
の
翌
年
改
元
で
は
な
く
、
直
ち
に
一
降
武
元
年
」
と
改
元

し
た
。
し
た
が
っ
て
「
隆
武
三
年
」
は
一
六
四
八
（
慶
安
元
）
年
で
は
な
く
、
一
六
四
七
（
正
保
四
）
年
に
あ
た
る
。
『
通
航
一
覧
」
巻
二
百
十
二
「
肩
国

福
建
省
台
湾
府
部
八
」
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
年
）
三
九
一
頁
、
「
佐
賀
県
史
料
集
成
」
第
五
巻
三
四
一
頁
で
も
こ
の
誤
り
を
踏
襲
し
て
い
る
。

(23)

中
村
久
四
郎
「
明
末
の
日
本
乞
師
及
び
乞
資
」
（
『
史
学
雑
誌
』
二
六
絹
五
号
、
一
九
一
五
年
）
一
ー
ニ
五
頁
、
同
一
明
末
の
日
本
乞
師
及
び
乞
資
」
（
『
史

学
雑
誌
』
一
一
六
絹
六
号
、
一
九
一
五
年
）
五
九
ー
七

0
頁。

(24)

石
原
道
博
「
明
将
周
鶴
芝
・
褪
京
第
の
日
本
乞
師
に
就
い
て
」
（
『
斎
藤
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
詮
文
集
』
、
刀
江
書
院
、
一
九
三
七
年
）
一
九

1
四
六
頁
。

石
原
前
掲
『
明
末
清
初
日
本
乞
師
の
研
究
』
一
五

S
二
0
頁
所
収
。

(25)

近
年
の
代
表
的
研
究
と
し
て
、
顧
明
源
「
壬
辰
戦
争
に
お
け
る
佐
賀
の
従
軍
僧
是
琢
明
琳
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
史
学
』
一
八
五
号
、
二

0
-
―0
年
）
五

九
1
八
四
頁
、
金
囲
泰
「
「
泰
長
院
文
書
」
収
録
の
書
状
か
ら
見
た
朝
鮮
軍
と
日
本
軍
の
裏
面
交
渉
l

（
川
西
裕
也
・
中
尾
道
子
・
木
村
拓
編
『
壬
辰
戦
争
と

東
ア
ジ
ア
]
‘
東
京
大
学
出
版
会
、
―

1
0
二
三
年
）
―
-
四
一
ー
ニ
九

0
頁。

(
2
6
)顧
明
源
「
西
国
日
本
に
お
け
る
地
域
権
力
の
対
外
関
係
と
禅
僧
~
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
臨
済
宗
幻
住
派
と
妙
心
寺
派
を
め
ぐ
っ
て
」
九
州
大

学
博
士
論
文
、
二

0
二
ニ
年
、
七
七

1
七
八
頁
。
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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

(27)

温
審
臨
『
南
彊
逸
史
」
巻
五
三
「
黄
斌
卿
伝
」
（
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
）
四

0
四
頁
に
「
斌
卿
怯
於
大
敵
而
勇
於
害
其
同
類
」
と
い
う
評
価
（
消
極

的
に
抗
清
し
、
南
明
の
諸
勢
力
に
危
害
を
加
え
る
）
が
代
表
的
で
あ
る
。

(28)

徐
衛
東
「
雨
明
将
領
黄
斌
卿
事
跡
志
疑
」
(
-
明
清
論
叢
」
―
一
五
輯
、
二

0
一
五
年
）
六
四
＼
九
六
頁
、
慮
正
恒
[
明
清
之
際
浙
江
将
領
黄
斌
卿
研
究
」

（
『
清
史
論
叢
」
二
期
、
二

0
一
五
年
）
九

0
1
1
0五
頁
。
た
だ
し
両
氏
の
議
諭
に
は
、
関
連
す
る
南
明
史
料
が
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
部
分
的

な
誤
り
も
散
見
す
る
。
一
例
と
し
て
、
両
氏
は
黄
斌
卿
は
一
六
四
五
（
弘
光
）
年
五
月
に
南
下
す
る
清
軍
と
鎮
江
で
対
峙
し
た
と
記
す
（
慮
前
掲
論
文
九
七

頁
、
徐
前
掲
論
文
七
七
頁
）
。
し
か
し
黄
斌
卿
は
一
六
四
四
（
崇
禎
一
七
）
年
七
月
、
蘇
松
巡
撫
祁
彪
佳
の
推
薦
に
よ
り
鎮
江
総
兵
と
な
っ
た
が
、
ニ
ヶ
月

後
に
辞
任
し
、
ニ
ハ
四
五
年
五
月
に
は
福
建
に
帰
郷
し
て
い
た
。
『
祁
彪
佳
日
記
』
下
冊
巻
十
五
「
乙
酉
日
暦
」
（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二

0
一
六
年
）
八
二

九
頁
。

(29)

『
（
乾
隆
）
福
建
通
志
』
巻
四
十
四
「
人
物
志
」
（
欽
定
四
庫
全
書
本
）
四
五
、
七
二
葉
。
『
明
窯
宗
実
録
』
巻
之
二
十
九
、
天
啓
二
年
十
二
月
辛
巳
条
、
巻

之
三
十
四
、
天
啓
三
年
五
月
庚
寅
朔
条
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
六
六
年
）
一
四
六
四
、
一
七
四
五
頁
。
『
明
史
」
巻
二
百
九
十
「
忠
義
二
」

（
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
七
四
四
四
頁
。

(30)

『
（
屹
隆
）
興
化
府
董
田
県
志
』
巻
二
十
九
一
人
物
志
」
武
烈
伝
（
方
志
出
版
社
、
二

0
1
七
年
）
王
＼
六
葉
。
＿
欽
依
把
総
」
に
つ
い
て
、
一
．
鰐
山
志
]
巻

之
三
「
武
備
志
」
（
中
国
地
方
志
集
成
•
福
建
府
県
志
集
、
上
海
書
店
、
二0
0
0
年
）
三
三
0
頁
に
「
嘉
靖
四
十
二
年
、
改
設
欽
依
把
総
一
員
、
建
署
所

城
外
」
と
あ
る
。

(31)

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
『
明
消
史
科
』
乙
編
第
七
本
（
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
）
六
九
五
＼
七

0
0頁
。
祁
維
漣
『
達
観
楼
集
』
巻
十
八

云
奉
則
紅
夷
報
捷
疏
l

(

『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
]
集
部
一
八
三
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）
―
-
三
七
、
二
四

0
頁
。
江
樹
声
訳
著
『
熱
蘭
遮
城
日
誌
』

第
一
冊
、
西
暦
一
六
三
三
年
一

0
月
一
九
、

110、
二
ニ
日
条
（
台
南
市
政
府
、
二

0
0
0年
）
一
三
一
ー
ニ
ニ
ニ
頁
。
中
国
第
一
歴
史
梢
案
館
『
中
国
明

朝
梢
案
総
雁
』
第
ニ
―
冊
「
為
循
例
挙
劾
闘
省
武
職
並
議
守
備
李
榜
等
員
事
」
（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二

0
0
一
年
）
三
五
四
頁
。
慮
正
恒
は
こ
れ
を

崇
禎
七
年
の
事
件
と
す
る
が
（
慮
前
掲
「
明
清
之
際
浙
江
将
領
黄
斌
卿
研
究
」
九
三
頁
）
誤
り
で
あ
る
。

(32)

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
『
明
清
史
腿
辛
編
』
「
兵
部
題
行
推
補
福
建
巡
撫
標
下
中
軍
遊
撃
樗
，
一
（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
）
二
四
二
頁
。

(33)

『
明
史
』
巻
二
百
七
十
七
「
沈
猶
龍
伝
」
（
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
七

0
九
六
頁
。
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
『
明
清
史
料
戊
編
]
―
浙
閏
追
剰
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(41) 

(42) 

東
洋
史
論
集
五
一

海
寇
叙
功
残
件
，
一
（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
）
八
八

1
九
0
頁
。
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
『
明
清
史
料
辛
編
』
「
兵
部
題
行
応
撫
鄭
瑣
題
稿
一
（
中

華
書
局
、
一
九
八
七
年
）
一
九
二
七
頁
。

(34)

『
祁
彪
佳
文
稿
(
-
)
』
『
都
撫
疏
稿
』
「
題
為
請
留
忠
勇
埓
臣
壮
壁
塁
以
固
藩
籟
事
」
、
「
題
為
江
上
戦
守
恢
藉
重
鎮
不
可
屡
更
再
申
懇
留
呻
臣
乞
信
明
綸
以

鼓
土
気
以
醒
民
心
事
」
（
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
七
九
八
、
八
―

1
0頁
。
王
鐸
云
擬
山
園
集
』
巻
二
「
勅
諭
鎮
南
総
兵
都
督
黄
斌
卿
」
（
『
清
代

詩
文
集
雁
編
』
第
六
冊
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
1
―
年
）
四
二
五
頁
。
ま
た
『
祁
彪
佳

H
記
』
下
冊
巻
十
四
「
甲
申
日
暦
」
（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
ニ

0
一
六
年
）
七
六
五
頁
。

(
3
5
)李
清
『
南
渡
録
』
巻
之
ニ
・
三
·
五
、
八
月
癸
酉
・
十
一
月
己
酉
・
三
月
戊
戌
•
四
月
戊
辰
条
（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
八
九
、
一
五
七
、

ニ
四

0
、
二
六
七
頁
。
前
掲
『
祁
彪
佳
日
記
」
下
冊
巻
十
五
、
七
七
七
、
八
二
九
頁
。

(36)

銭
海
岳
ニ
南
明
史
』
巻
四
十
九
「
列
伝
第
二
十
五
」
（
中
華
書
局
、
二

0
0六
年
）
二
四
四
三
ー
ニ
四
四
八
頁
。
張
家
壁
一
．
難
遊
録
』
（
『
明
清
史
料
叢
書

続
編
』
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二

0
0九
年
）
―
-
八
頁
。

(37)

林
春
勝
・
林
信
篤
編
『
華
夷
変
態
』
上
冊
巻
一
（
東
洋
文
庫
、
一
九
五
八
年
）
二
五
頁
。
な
お
東
洋
文
庫
活
字
本
は
、
末
尾
を
「
一
字
忘
之
」
と
す
る

が
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
紅
葉
山
文
庫
旧
荒
本
（
特
1
0
0
,
0
0
0
1

、
h
号
S

又シ
w
w
w
.
d
i
g
i
t
a
l
.
a
r
c
h
i
v
e
s
.
g
o
.
j
p
/
i
m
廻
3
8
1
1
5
6
7
)• 

大
学
頭
林
家
旧
蔵
本
（
特
1
8
4
,
0
2
7
3
、
h
丑
p
s
:
/
/
w
w
w
.
d
i
g
i
t
a
l
.
a
r
c
h
i
v
e
s
.
g
o
.
j
p
/
i
m
廻
3
7
5
3
6
2
7
)

で
は
「
一
字
忌
之
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
従
う
。

(38)

高
宇
泰
『
雪
交
亭
正
気
録
』
巻
十
一
「
特
紀
」
（
台
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
七

0
年
）
一
八
七
頁
。

(
3
9
)顧
明
源
は
こ
の
文
書
に
つ
い
て
、
「
日
付
•
印
判
・
差
出
人
と
い
う
部
分
の
み
し
か
残
っ
て
い
な
い
」
残
篇
と
記
し
て
い
る
。
顧
前
掲
「
西
国
日
本
に
お

け
る
地
域
権
力
の
対
外
関
係
と
禅
僧
~
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
臨
済
宗
幻
住
派
と
妙
心
寺
派
を
め
ぐ
っ
て
」
七
七
頁
。

(40)

長
崎
市
役
所
『
長
崎
市
史
地
誌
編
仏
寺
部
下
』
（
清
文
堂
、
一
九
三
八
年
）
一
八
九
頁
。
な
お
長
崎
市
教
育
会
編
『
長
崎
自
讃
』
（
長
崎
市
教
育
会
、
一

九
三
九
年
）
―
二
六
頁
に
は
、
興
福
寺
の
こ
の
扁
額
は
一
清
朝
か
ら
護
衛
兵
附
で
送
ら
れ
た
ほ
ど
の
貴
重
品
で
欽
命
総
理
黄
斌
郷
（
マ
マ
）
の
筆
で
あ
る
」

と
記
す
。
む
ろ
ん
黄
斌
卿
は
清
朝
の
武
臣
で
は
な
い
が
、
扁
額
が
護
衛
兵
に
よ
っ
て
送
ら
れ
た
こ
と
が
伝
承
に
残
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
渠
『
日
本
関
係
海
外
史
料
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
訳
文
編
之
十
こ
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二

0
1
―
年
）
ニ
―

0
頁。

一
六
五
四
（
承
応
一
―
-
）
年
に
来
日
す
る
ま
で
、
隠
元
は
福
建
黄
槃
山
の
住
持
を
務
め
て
い
た
。
彼
は
明
遺
民
と
し
て
南
明
勢
力
と
関
わ
っ
て
お
り
、
魯
王
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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

監
国
建
国
公
鄭
彩
や
隆
武
帝
内
閣
学
士
黄
道
周
あ
て
の
詩
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
黄
斌
卿
と
の
繋
が
り
は
確
認
で
き
な
い
。
平
久
保
章
編
『
新
纂
校
訂
隠
―
元

全
集
』
三
巻
「
隠
元
禅
師
続
録
l

、
[
贈
羽
翁
建
国
公
」
「
贈
建
国
公
l

「
次
建
国
公
扇
頭
韻
」
「
石
斎
黄
老
先
生
殉
飾
次
韻
」
「
憶
石
斎
先
生
」
（
開
明
書
院
、

一
九
七
九
年
）
一
五

0
九
ー
一
五
一

0
、
一
五
三
六
頁
。
平
久
保
章
『
隠
―
元
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
六
四
ー
六
六
頁
参
照
。

(43)

前
掲
『
（
乾
隆
）
興
化
府
甫
田
県
志
』
六
頁
。
「
斌
卿
況
毅
好
読
書
、
夜
必
張
燈
読
史
。
漏
深
乃
就
寝
。
雖
嗚
治
軍
、
日
以
為
常
。
所
著
有
『
来
威
堂
存

稿
』
、
『
東
南
紀
略
』
、
『
餅
麗
疏
抄
」
、
『
闘
浙
雑
詠
』
共
数
十
巻
」
。

(44)

鄭
王
臣
輯
録
『
甫
風
清
籟
集
」
巻
三
十
五
、
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
」
集
部
四
―
一
冊
（
齊
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
）
五
八
八
五
八
九
頁
。
「
蘭
骸
詩
話
。

虎
痴
少
落
暁
、
好
談
王
覇
之
略
、
人
多
笑
之
。
及
在
戎
間
、
屡
熾
巨
寇
、
威
名
大
著
。
甲
申
之
変
、
率
舟
師
勤
王
。
為
馬
玩
所
阻
、
従
外
海
帰
、
屯
師
舟

山
。
玩
進
等
忌
殺
之
。
其
文
辞
亦
雅
贈
、
彫
版
蔵
林
斯
非
家
、
今
已
喪
失
無
存
。
…
…
中
秋
海
上
報
捷
。
夜
半
文
訟
出
甫
東
、
五
更
露
布
奏
膚
功
。
犀
竜
穏

啓
二
秋
月
、
鶉
鶴
雄
飛
万
里
風
。
潮
海
無
波
清
鉄
甲
、
天
山
有
石
紀
蒟
弓
。
試
看
日
照
扶
桑
処
、
剣
気
稜
稜
駕
彩
虹
l

。
「
汎
定
海
登
招
宝
山
夜
望
。
六
緊
天
外

一
孤
城
、
遥
望
海
山
万
呈
平
。
風
巻
庭
旗
沙
倣
陣
、
月
明
灯
火
水
連
営
。
層
層
楼
閣
空
中
現
、
点
点
蓬
莱
掌
上
摯
。
細
聴
潮
声
吹
鼓
角
、
腰
間
宝
刀
幾
回
嗚
『

(45)

加
藤
良
白
『
柳
橋
詩
話
]
（
池
田
四
郎
次
郎
編
『
日
本
詩
話
叢
書
]
第
六
冊
、
文
会
堂
書
店
、
一
九
ニ
―
年
）
四
五
九

1
四
六

0
頁
。
「
二
十
年
前
、
有
人

持
此
幅
来
売
、
価
亦
廉
。
当
時
諸
名
家
不
暁
尤
物
、
批
閲
勿
勿
、
惟
評
書
法
之
妍
嫌
耳
。
黄
斌
卿
所
指
斥
錦
衣
家
弟
者
、
即
黄
宗
義
云
」
。
加
藤
良
白
（
一

七
八
九
＼
一
八
六
一
）
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
詩
話
叢
書
』
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
「
加
藤
良
白
、
善
庵
と
琥
す
、
又
た
草
軒
、
富
春
と
琥
す
、
姫
路
藩
の
瞥
員

に
し
て
學
を
好
み
て
交
藻
あ
り
、
江
戸
に
到
り
て
、
太
田
錦
城
の
門
に
入
る
、
人
と
為
り
、
滑
稽
洒
脱
、
好
ん
で
談
笑
し
て
人
の
頗
を
解
か
し
む
と
い
ふ
」

と
あ
る
（
前
掲
『
日
本
詩
話
叢
書
』
三
二
三
頁
）
。

(46)

石
原
前
掲
『
明
末
清
初
日
本
乞
師
の
研
究
』
二

0
頁
。
な
お
同
時
期
に
舟
山
に
滞
在
し
て
い
た
張
煽
言
も
、
「
黄
金
吾
」
と
「
凋
侍
御
」
が
日
本
乞
師
に

赴
く
際
に
送
別
詩
を
噌
っ
て
い
る
。
張
煽
言
『
張
蒼
水
全
集
』
「
送
黄
金
吾
潟
侍
御
乞
師
日
本
」
（
上
海
古
籍
出
版
吐
、
一
九
八
五
年
）
六
二
頁
。
「
待
御
一

は
凋
京
第
の
官
職
一
御
史
l

の
雅
称
で
あ
り
、
「
黄
金
吾
」
は
黄
宗
義
で
は
な
く
黄
孝
卿
を
指
し
て
い
る
（
石
原
前
掲
書
二

0
頁
）
。
張
煽
言
（
一
六
二

0
1

一
六
六
四
）
は
明
末
の
挙
人
。
南
明
魯
王
を
奉
じ
鄭
成
功
ら
と
協
力
し
て
抵
抗
活
動
を
続
け
た
が
、
魯
王
の
死
後
、
清
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
処
刑
さ
れ
た
。
張

煽
言
に
関
す
る
専
論
は
下
記
の
通
り
、
陳
永
明
『
従
逆
寇
到
民
族
英
雄
清
代
張
煽
言
形
象
的
転
変
』
（
台
大
出
版
中
心
、
二

0
一
七
年
）
。

(47)

朱
舜
水
『
朱
舜
水
集
]
巻
七
＿
書
簡
四
」
、
「
答
安
東
守
約
書
三
十
首
l

（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
一
八
六
ー
一
八
七
頁
。
「
至
子
知
己
両
字
、
他
人
以
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東
洋
史
論
集
五
一

為
尋
常
贈
遺
語
、
不
倭
絶
不
肯
許
人
。
…
…
他
若
威
虜
侯
黄
虎
老
、
知
之
而
未
尽
」
。

(48)

張
煽
言
「
弔
粛
虜
侯
黄
虎
痴
」
、
前
掲
『
張
蒼
水
全
集
』
六
八
頁
、
徐
学
遠
『
釣
瑛
堂
存
稿
』
巻
十
三
「
挽
黄
虎
痴
」
（
『
清
代
詩
文
集
歴
編
』
第
一
六
冊
、

上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
―
一
年
）
五
二
八
頁
。
前
掲
徐
衛
東
論
文
、
八
八

1
九

0
頁
参
照
。
徐
学
遠
（
一
六

0
0
1
一
六
六
五
）
は
明
末
の
挙
人
。
東
南

沿
海
の
抗
清
活
動
に
参
加
し
、
の
ち
鄭
成
功
と
と
も
に
台
湾
へ
赴
い
た
。
陳
乃
乾
・
陳
沫
纂
集
『
徐
闇
公
先
生
年
譜
』
（
台
湾
経
済
銀
行
、
一
九
六
一
年
）

参
照
。

(49)

例
え
ば
、
「
啓
写
」
に
「
君
父
」
と
「
廟
陵
」
は
単
攪
に
対
し
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
は
一
君
父
」
が
単
攪
、
一
廟
陵
」
が
双
撹
に
し
て
い
る
。
「
啓

写
」
は
「
宝
継
」
と
記
す
に
対
し
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
は
「
賓
緞
」
と
翻
刻
し
た
。

(50)

な
お
「
啓
写
」
に
お
け
る
攪
頭
は
、
一
部
に
明
代
の
書
儀
規
定
に
合
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
君
父
」
と
「
廟
陵
」
は
双
擦
の
箇
所
だ
が
、

「
啓
写
」
で
は
単
撞
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
原
文
書
に
由
来
す
る
の
か
、
筆
写
の
際
の
誤
記
か
は
不
明
で
あ
る
。
明
代
書
儀
規
定
に
つ
い
て
は
、
熊
鳴
岐
『
昭

代
王
章
』
「
名
例
」
（
玄
覧
堂
叢
書
初
集
第
十
六
冊
、
正
中
書
局
、
一
九
八
一
年
）
二
八
ー
三
三
頁
参
照
。

(51)

「
適
丁
限
今
、
偽
清
逆
奴
者
」
「
西
人
」
の
箇
所
は
改
行
以
外
に
、
通
常
よ
り
一
文
字
を
空
い
て
書
き
始
め
た
。
こ
れ
は
抄
録
者
の
ミ
ス
か
、
も
し
く
は
黄

斌
卿
が
そ
の
ま
ま
書
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
も
し
黄
斌
卿
が
そ
う
書
い
た
で
あ
れ
ば
、
一
清
」
や
「
西
人
」
を
貶
め
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

(52)

前
掲
佐
賀
県
立
図
書
館
『
泰
長
院
文
書
』
『
泰
長
院
古
文
書
』
。
前
掲
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
第
五
巻
三
三
八
ー
三
四
一
頁
。

(53)

侠
名
『
隆
武
紀
略
』
（
陳
支
乎
編
『
台
湾
文
献
雁
刊
』
第
一
輯
第
一
冊
、
履
門
大
学
出
版
社
、
二

0
0
四
年
）
九
七
頁
に
「
聯
絡
浙
直
江
廣
閾
楚
賜
錨
玉

剣
威
虜
侯
黄
卿
」
と
あ
る
。

(54)

卜
挿
、
卜
酋
と
挿
酋
で
あ
る
。
卜
酋
は
ト
ゥ
メ
ト
一
族
、
ア
ル
タ
ン
・
ハ
ー
ン
時
代
に
明
朝
か
ら
順
義
王
の
号
に
授
け
ら
れ
た
。
挿
酋
は
チ
ャ
ハ
ル
一

族
、
そ
の
族
長
は
モ
ン
ゴ
ル
の
ハ
ン
で
も
あ
る
。
こ
こ
は
モ
ン
ゴ
ル
全
体
を
指
す
。

(55)

潟
京
第
の
日
本
乞
師
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
黄
宗
義
『
海
外
慟
哭
記
』
（
台
湾
経
済
銀
行
、
一
九
六
一
一
年
）
―
-
頁
、
高
宇
泰
『
雪
交
亭
正
気
録
』
巻
七

「
庚
寅
紀
」
（
台
湾
経
済
銀
行
、
一
九
七

0
年
）
一
四
七
頁
、
査
継
佐
『
罪
惟
録
』
列
伝
巻
之
三
十
六
「
日
本
国
」
（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
ニ

八
四
五
頁
は
一
六
四
七
年
と
記
す
。
こ
れ
に
対
し
、
郡
廷
采
『
東
南
紀
事
』
巻
二
「
魯
王
以
海
」
（
台
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
六
一
年
）
三
一
頁
、
李

天
根
『
燭
火
録
』
巻
十
八
「
戊
子
」
（
台
湾
経
済
銀
行
、
一
九
六
二
年
）
一

0
0
一
頁
な
ど
は
一
六
四
八
年
と
す
る
。
徐
爺
『
小
膜
紀
年
附
考
』
巻
十
六
（
中
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一
六
四
七
年
、
南
明
勢
力
の
日
本
乞
師
（
劉
）

華
書
局
、
一
九
五
七
年
）
六
二
七
頁
な
ど
は
年
代
を
明
記
し
な
い
。
一
六
四
九
年
説
に
関
し
て
は
劉
前
掲
「
明
末
清
初
の
史
料
『
浮
海
記
」
と
一
六
四
九
年

南
明
魯
王
政
権
の
日
本
乞
師
に
つ
い
て
」
三
六
〇
＼
三
六
六
頁
に
参
照
。
総
じ
て
凋
京
第
の
乞
師
に
つ
い
て
、
早
期
に
成
立
し
た
史
料
は
ほ
と
ん
ど
一
六
四

七
年
と
記
す
が
、
康
熙
末
年
以
降
の
成
立
し
た
史
料
で
は
、
お
お
む
ね
一
六
四
八
年
も
し
く
は
一
六
四
九
年
と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
者
は
、
な
ぜ

か
査
継
佐
、
高
宇
泰
、
黄
宗
義
な
ど
実
際
に
魯
王
政
権
に
関
与
し
た
人
物
の
記
録
で
は
な
く
、
清
朝
中
期
以
降
の
史
料
や
偽
作
の
可
能
性
が
あ
る
史
料
を
論

拠
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。

(56)

前
掲
『
雪
交
亭
正
気
録
』
一
四
七
頁
。
『
海
外
慟
哭
記
』
―
―
頁
。

(57)

一
六
四
六
年
隆
武
帝
・
鄭
芝
龍
の
遣
使
は
前
掲
『
華
夷
変
態
』
上
冊
巻
一
、
一
七
＼
二
四
頁
に
参
照
。

(58)

前
掲
『
罪
惟
録
』
二
八
四
五
頁
。
「
魯
王
保
舟
山
、
命
藩
安
昌
王
賓
牛
、
纏
等
控
日
本
」
。
鄭
維
中
著
、
察
耀
緯
訳
『
海
上
傭
兵
？
丁
七
世
紀
東
亜
海
域
的

戦
争
、
貿
易
奥
海
盗
』
（
衛
城
出
版
、
二

0
ニ
―
年
）
二
九
三
頁
。

(59)

張
麒
白
『
浮
海
記
』
（
『
台
湾
関
係
文
献
集
零
』
、
台
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
七
二
年
）
―
-
頁
。

(60)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
日
本
関
係
海
外
史
料
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
訳
文
編
之
十
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二

0
0
四
年
）
一
七
二
頁
。
な

お
村
上
直
次
郎
訳
『
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
一
六

0
頁
で
は
、
こ
の
使
節
を
「
鄭
経
の
請
援
使
」
と
す
る
。

(61)

前
掲
『
日
本
関
係
海
外
史
料
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
訳
文
編
之
十
』
一
七
三
頁
。

(62)

李
天
根
『
婚
火
録
』
（
台
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
六
三
年
）
九
一
三
＼
九
一
四
頁
。
「
先
是
、
鄭
彩
、
周
崖
芝
巳
通
使
日
本
、
許
之
、
故
王
再
遣
安

昌
。
安
昌
用
天
朝
金
字
紅
牌
二
、
儀
従
甚
盛
、
日
本
給
送
頗
極
豊
美
。
過
十
餘
日
、
忽
解
、
且
出
慢
語
、
速
之
帰
。
安
昌
驚
愕
、
不
知
其
故
。
後
有
日
本
人

至
、
言
爾
明
朝
喪
敗
、
来
我
国
乞
師
、
当
麻
衰
痛
哭
。
何
得
尚
盛
其
威
儀
、
於
是
知
爾
明
朝
無
人
癸
、
故
不
発
兵
也
。
朝
臣
無
以
対
」
。
な
お
、
こ
こ
に
記

す
「
鄭
彩
」
は
「
鄭
芝
龍
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
。

(63)

張
燒
言
『
張
蒼
水
集
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
一
九
二
頁
。
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
『
明
清
史
料
己
編
』
「
江
寧
巡
撫
土
国
宝
掲

帖
」
（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
）
七
五

S
七
六
頁
。
顧
誠
『
南
明
史
』
（
光
明
日
報
出
版
社
、
二

0
―
一
年
）
三
三
一
頁
。
前
掲
『
雪
交
亭
正
気
録
』
一
四
七
頁
。

(64)

五
月
九
日
に
、
一
隻
の
福
州
船
が
五
島
で
遭
難
し
た
。
救
助
さ
れ
た
船
員
た
ち
は
五
月
十
七
日
に
、
別
の
ジ
ャ
ン
ク
船
を
搭
乗
し
て
帰
国
し
た
。
前
掲

『
日
本
関
係
海
外
史
料
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
訳
文
編
之
十
』
一
六
七
、
一
七
二
頁
。
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(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

東
洋
史
論
集
五
一

一
八
四
＼
一
八
五
頁
。

前
掲
『
日
本
関
係
海
外
史
料
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
訳
文
編
之
十
』

前
掲
『
日
本
関
係
海
外
史
料
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
訳
文
編
之
十
』
二

0
0
~
1
1
0
一
頁
。

前
掲
『
雪
交
亭
正
気
録
』
一
四
七
頁
に
一
丁
亥
十
二
月
初
四
日
又
従
攻
寧
波
、
不
克
」
と
あ
る
。

紙
屋
敦
之
『
大
君
外
交
と
東
ア
ジ
ア
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
九
ー
一
六
頁
、
程
永
超
『
華
夷
変
態
の
東
ア
ジ
ア
』
（
清
文
堂
、
二

0
ニ
―
年
）

一
九
七
＼
三
二
八
頁
。
•

(69)

荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
。
山
本
博
文
「
武
威
の
構
造
ー
明
清
交
替
期
の
幕
藩
制
国
家
」
（
『
歴
史
評
論
』

五
三
九
号
、
一
九
九
五
年
）
一
八
＼
三
四
頁
。
山
本
博
文
『
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
）
。

(70)

前
掲
『
華
夷
変
態
』
上
冊
巻
一
、
二
四
頁
。
鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
纂
所
編
『
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
追
録
一
』
巻
一
、
九
九
号
文
書
「
達
（
轄
）

人
の
か
つ
せ
ん
の
覚
」
（
鹿
児
島
県
、
一
九
七
一
年
）
五
五
頁
。

(71)

近
年
の
代
表
的
研
究
は
下
記
の
通
り
。
松
竹
秀
雄
「
徳
川
時
代
の
長
崎
警
備
と
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
使
節
船
事
件
l

(

『
経
管
と
経

清
』
六
九
巻
四
号
、
一
九
九

0
年
）
二
四
七

S
二
七
八
頁
、
山
本
博
文
『
長
崎
聞
役
日
記
』
第
二
章
「
正
保
四
年
の
黒
船
来
航
と
平
戸
藩
」
（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
九
年
）
五
二
＼
六
八
頁
、
松
尾
晋
一
「
正
保
四
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
使
節
船
来
航
を
め
ぐ
る
対
応
」
(
『

H
本
歴
史
』
六
四
三
巻
、
二

0
0
一
年
）
五

九
＼
七
五
頁
、
黒
田
和
子
「
正
保
四
年
の
南
蛮
船
来
航
事
件
I

江
戸
と
現
地
で
の
対
応
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
六
九
四
巻
、
二

0
0六
年
）
五
四

S
七
0
頁。
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